
平成 25年度森林病害虫等防除事業費補助金等交付申請書「第 2次J

農林水産大臣林芳正 殿

24940-1453 

平成25年 6月28日

平成 25年度において、下記のとおり森林病害虫等防除事業等を実施したいので、交付

P金等 19, 385, 00 0円を交付されたく、関係書類を添えて申請します。

記

1 事業の目的

森林病害虫等防除

2 事業の内容及び経費の配分

別記様式 I及び I付のとおり

3 事業の完了予定年月日

平成26年 3月31日,.. 
4 収支予算書

別記様式Eのとおり

5 補助金交付に関する規定

補助金等の交付に関する規則（昭和 39年宮崎県規則第49号）

（文書取扱 自然環境課）
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平成 25年度森林病害虫等補助事業費等補助金交付申請書「第2次Jの提出について

（伺し、）

このことについて、別案のとおり提出してよろしいか。
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平成 25年度森林病害虫等防除事業費補助金等「第 2次」申請について

（金額はすべて補助金額）

平成 25年 4月 1日 林野庁内示（暫定予算） 内示額 3 2 0千円

3 2 0千円平成 25年 4月 24日 「第 1次」交付申請 申請額

平成 25年 5月 13日 交付決定 決定額 3 2 0千円〆

平成 25年 5月 17日 林野庁追加割当内示 内示額 23, 498千円ん

（累計） 23, 818千円／

なお、今回内示された額のうち、持続的森林経営確立総合対策実践事業費の 4' 1 1 3 

千円については、事業実施の見込みがないため、申請額から除外するど（森林経営課森林経

営計画担当が林野庁と調整ti）＇。
第 2次申請額 19, 385千円

（累計） 19, 705千円／



（壬）

平成25年度森林病害虫等防除事業費補助金等交付申請書「第2次」／
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宮崎県知事河野俊嗣

平成 25年度において、片記のとおり森林病害虫等防除事業等を実施したいので、交付

P 金等 19, 385, 00 0円を交付されたく、関係書類を添えて申請しますf

日己

1 事業の目的

森林病害虫等防除 ／ 

2 事業の内容及び経費の配分

別記様式 I及びI付のとおり

3 事業の完了予定年月日

平成26年3月31日

~ 4 収支予算書

別記様式Eのとおり

5 補助金交付に関する規定

補助金等の交付に関する規則（昭和 39年宮崎県規則第49号）

（文書取扱 自然環境課）



、 、
別記様式（別記様式第1号の（注） 1、別記様式第2号、第3号の（注）、別記様式第4号の（注） 1関係）

1 森林病害虫等防除事業等

様式 l

平成 25年度森林病害虫等防除事業等の内容及び経費の配分総括表

補助事業等に
経 費 内 訳

事業費
要する経費

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 市町村負担金

(A} + (B} + (C} + (D} (A} + (B} (A} (B} (C} 

。 。 。
保安林整備管理事業 1. 078, 000 1. 078, 000 539, 000 539, 000 

640, 000 640, 000 320, 000 320, 000 
森林病害虫等防除事業 5. 250, 000 5, 250, 000 2, 625. 000 2, 625. 000 

。 。ノ 。
， 

森林資源地方公共団体管理事業 I 0. 777. 050 I 0, 777, 050 5. 388, 000 1. 429, 050 3, 960, 000 
0, 。レ， 

地域森林計画編成事業 2. 85 7, 050 2, 857, 050 1. 428. 000 1. 429, 050 

。レ
3, 960, do 

。／
市町村森林所有者情報整備事業 7. 920. 006 7. 920. 000 3. 960. 000 

。ノ
山川J林業普及指導事業 232. 814. 000 レ232.814. OOQ, I/ 9. 357. ooef 

。 。
日本型フォレスター育成支援事業 1. 796, 000 v l, 796. 000 1. 796. 000 

， 
／ ／ 

持続的森林経営確立総合対策実践事業

苗木安定供給推進事業

緑の青年就業準備給付金事業

きのこ等生産資材導入円滑化事業

640. 000 640. 000 320. 000 320. 000 
A仁I、 計 251. 715. 050 251. 715 050 19. 705. 000 228, 050. 050 3. 960. 000 

その他負担金

(D} 

。

。
。

上段：第 1次

下段：第2次

（単位：円）

備考



、 、
2 森林病害虫等防除事業

補助事業に要す
経 費 内 訳

区 分 数量
事業費 る （補助事経業費に

li;HitIMi助金 都道府県負但金 市町村負担金 その他負担金要した）

(A) + (B) + (C) + (D) (A)+ (B) 仏） (8) (C) (D) 

／／  
。 。 。 。 。 。

森林病由虫等駆除問 2. 000, 000 2. 000, 000 I, 000, 000 I, 000, 000 。 。
O本 。 。 。 。

／／  
命令等に係るもの 55本 I, 000, 000 I, 000, 000 500, 000 500, 000 

松くい虫駆除費

奨励に係るもの 。 。

その他松くい虫駆除問 。 。 ／／  
Oha 。 。 。 。

その他森林病害虫等駆除費 12ha I, 000, 000 I, 000. 000 500. 000 500. 000 

防除に｜則する事務開 。 。 。 。 。 。

森（揖林病励害防虫除等ピ係の駆る除私のに｜存到・す除る〈事ー務】費 。 。

奨励防除に関する事務費 。 。
640, 000 640, 000 320. 000 320. 000 

防除に附帯する事業費 3. 250, 000 3. 250. 000 I, 625. 000 I, 625. 000 

640, 000 640. 000 320. 000 320. 000 。 。
計 5. 250, 000 5, 250, 000 2. 625. 000 2. 625, 000 。 。

（注） 1 森林病害虫等防除事業実施要領（昭和57年4月5日付け57林野保第122号林野庁長官通知）に定める版式 1 森林病害虫等防除事業計画ii｝を添付すること。

上段：第 1次

下段：第2次

（単仲：円）

世II 考

2 f命令等に係るものJとは防除法第5条第2項の規定による命令により受命古が行う防除、防除法第5条第3項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第 1項
の規定による防除法第3条第 1項の命令により受命者が行う防除、防除法第7条第 1項の規定による森林害虫防除日の指示により受命苫が行う防除及び防除法第5条第4項におい
て準用する｜拘除法第4条第1項の規定により都道府県知事が行う防除をいう。

:3 「奨励に係るものJとは、地域森林計画及び市町村森林計画に即して対策対象松林の中に都道府県が作成する松くい虫防除事業の実施に関する事業計画に基づき松林所有者等が
行う防除をいう。

4 防除に関する事務費については、備考欄に地方自治法施行規則第 15条の別記による節に区分して記入すること。

5 防除に関する事務費の算出基礎に備品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考糊に記載すること。

6 1f(要な変'.I!がある場合は、備考欄に積算担拠及び変更の理由を記入し、様式 l 森林病害虫等防除事業計画－~·｝の数民及び金額を二段川きで記載し添付すること。



、 、
森林病害虫等｜坊除事業明細表

( 1 ）松くい虫防除事業計画

上段：第 1次

下段：第2次

事業 1~
負担区分

防除方法 区 分 数 （円） 国庫補助金 県（都道府）負担金 市町村負担金 その他負担金
備 考

（円） （円） （円） （円）

0本 。
命令等に係るもの 55本 1, 000, 000 500, 000 500, 000 

樹幹注入
。

奨励に係るもの 。
0 本 。 。 。 。 。

計 55 本 1, 000, 000 500, 000 500, 000 。 。
命令等に係るもの

奨励に係るもの

計

命令等に係るもの

奨励に係るもの

計

命令等に係るもの

奨励に係るもの

0本 。 。 。 。
命令等に係るもの 55 本 1, 000, 000 500, 000 500, 000 。 。

合計
。 。 。 。 。 。

奨励に係るもの 。 。 。 。 。 。
O本 。 。 。 。 。
55 本 1, 000, 000 500, 000 500, 000 。 。

（注） l防除方法欄は、伐倒（薬剤散布型 1種）駆除、伐倒（薬剤散布型2極（林内処理））駆除、伐倒（薬剤散布型2種＜mtH処理））駆除、伐倒（くん蒸型 l種）駆除、伐倒
（くん蒸型2種（林内処理））駆除、伐倒（くん蒸型2積（搬出処理））駆除、伐採跡地駆除、伐採木等駆除、枯損幼齢木駆除、特別伐倒（破砕 1種）駆除、特別伐倒（破

砕2種（一般加出））駆除、特別伐倒（破砕2種（林内散布））駆除、特別伐倒（破砕2種（ヘリ慨出））駆除、特別伐倒（全木焼却）駆除、補完伐倒（ 1樋）駆除、補完
伐倒（ 2種）駆除、薬剤防除（特別防除）、薬剤防除（地上散布（一般散布））、薬剤防除（地上散布（無人ヘリコフタ一散布））、薬剤防除（地上散布（スプリンクラ－

2数量の単位は、枯煩幼齢木駆除、薬剤防除（特別防除、地上散布）にあっては fhaJ、伐採跡地駆除にあっては「aJ、樹幹注入にあっては「本J （立木本数）、それ以外
の駆除及び防除にあっては rrrrJとする。

3 備考欄に、~虫等名別、｜坊｜徐方法別に制算根拠を記入すること。



、
( 2）森林病？？虫等（松くい虫を除く）防除事業計画

事業費森林病；！？虫 森林病害虫等別防｜徐
数 111 

等の区分 方法別区分 （円） 国庫補助金
（円）

その他森林 0 ha 。
病宮虫等

松毛虫薬剤｜坊除
12 ha 1. 000. 000 500, 000 

0 ha 
計

12 ha 1. 000. 000 500, 000 

計

計

0 ha 。
Z仁当1、

12 ha 1. 000. 000 500, 000 

（注） 1 f森林病害虫等の区分J欄は、その他松くい虫、その他森林病害虫等について記入する。

、
負 担

県（都道府）負担金
（円） 。

500, 000 

500, 000 

500, 000 

区 分

市町村負担金
（円）

。

上段：第 1次

下段：第2次

その他負担金
（円）

備 考

。

2 f森林病害虫等別防除方法別区分J欄は、その他松くい虫については、伐倒（薬剤散布型 1積）駆除、伐倒（薬剤散布型2種）！駆除、伐倒（くん蒸型 1稲）駆除、伐倒
（くんぷ型2種）駆除、伐倒（天敵利用型 1種）駆除、伐倒（天敵利用型2種）駆除、薬剤｜出｜徐に、その他森林病害虫等については、からまつ先枯病伐倒駆除、からまつ

先枯病薬剤駆除、のねずみ薬剤駆除、松毛虫薬剤駆除、まいまいが薬剤駆除、まつばのたまばえ薬剤駆除、すぎたまばえ薬剤駆除、すぎはだに薬剤駆除、カシノナガキク
イムシ駆除（くん蒸・焼却）、カシノナガキクイムシ防除（粘着剤等塗布・ビニール被覆、殺菌剤の樹幹注入）、カシノナガキクイムシ被害防止対策に区分する。

3 数以の単位は fhaJ又は rniJとする。ただし、カシノナガキクイムシ駆除及び防除の立木処埋にあっては「本」 （立木本数）とする。
4 i荷考榔！に害虫等名別、防除方法男IJに積算棋拠を記入すること。



、
(4）防除に附イ持する事業計画

事業費
でる！：で（補~助7芝事に業裂すに

区 分 数iii （円） 要した）経費 国庫補助金
（円）

(A) + (B) + (C) + (0) (A)+ (B) (A) 

被告防止対策事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

被告院視事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

薬剤防除自然環境等影響調査事業
640, 000 640, 000 320, 000 

3. 250, 000 3, 250, 000 1. 625, 000 

都道府県が実施主体のもの
640, 000 640, 000 320. 000 

3, 250, 000 3, 250, 000 I. 625, 000 

都道府県以外が実施主体のもの

よ口』
640, 000 640, 000 320, 000 

3, 25'0, 000 3, 250, 000 I. 625. OM 

（注） 特別防除又は地上散布（無人ヘリコブタ一散布）により行う場合は、その旨を明記すること。

、
経 'I~ 内 訳

県（都道府）負担 市町村（円負）担金
金

(B) (C) 

320, 000 

1. 625, 000 

320, 000 

I. 625. 000 

320, 000 

I. 625. 000 

。
。

上段：第 1次

下段：第2次

その他負担金
（円）

(D) 

{11/i 考

。
、特別防除。



③薬剤防除自然環境等影響訓査事業

ア定点追跡調査

調査定点所在地
薬剤散布地域

薬剤無散布地域

調査内容

( l) 環境条件調査

(2) 自然環境等に及ぼす影響調査

(3) その他

、 、
延岡市熊野江、宮崎市ーツ菜

延岡市北川町

事業費 （円） 調査実施者

300. 000 未定

1, 870. 000 宮崎県環境科学協会

340. 000 未定

1 380, 000 岩切環境技研株式会社

（注） 1 訓査実施者は、県林業試験場、県00研究所、財団法人00研究所等と具体的に記入すること。

上段：第 1次

下段：第2次

制II

特別防除、乳剤

特別防除、乳剤

考

2 fJlil考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、マイクロカプセル剤、乳剤等を記入する。

イ 簡易訓査

（ア）水質調査

検体数
市町村名 散布面積 地点数

特別｜坊除実施地区内 特別防除実施地区下流
事業技 （円） 備考

ha 

-

（；り

（イ）気中濃度調査

市町村名 散布面積 地点数 検体数 事業費 （円） 備考

ha 

(iJ:) 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。



織式 II

( 1 ) J（~人

'---y2 5年度森林病害時防除服等収支予時

予 算 額

1え 分 l•IW補助金等 at;道府以！Utt金
!Al (8) 

。 。
保安林設備管内事業 539. 000 ／ 539, 000 ， 

320. 000 320. 000 
.fi:.林病宙虫等防除事業 2. 625. 000 2. 625. 000 ／ 

5. 388, 00~ ／ 
。

が林資源地Ji公共凶体管I'I！事業 I. 429,....050 ／ 

I. 428. 00~ 戸／ 
。

地域議林，Jf・1d1j編成事業 I. -129:'050 ノ。／
イ市町村先林所fr/ft.'!報整備事業 3. 960. 000 

。
／ 

。
／ 林業f守政指導事業 9. 357. 000 m.m.ooo 。

／ 
。

日本町！フォレスター育成支盛事業 I. 796. 000 

｜侍b°dl内海林経常確1'f.総合対策実践事業

｜筒木安定供給lfUlli$~

｜蝕の，V年就業槻備給付金事業

きのこ等生産資材将人円滑化事業

320. 000 
／ 

320. 000 { 、I 19. 705. 000 228. 050. 050 ／ 

( 2）支 Ill

予算 額

(>( 分 川/ii(補助令等 都道府~H~れ！<'P.

w (B) 

。／’ 。
／ 保安林古里!iii管内事業 539. 000 5:i9. 000 。 。

指定・解除 105. 000 
／、

105. 000 〆。／ 。
指定施業製作変~ 2.t. 000 2.t. 000 ．， 

。 。
保安林m先制im事業 410. 000 ／ .t 10. 000 ／ 

320. 000 
／ 

320. 000 
m本病害虫等防除$~ 2. 625. 000 2. 625. 000 ／ 

海林資源地方公共団体管内事業 s. 3sS:Oo~ ／ 1.429.~ ／ 

地域保林市1•1i編成事業 1.m~o~ ／ t.m.パ050 〆r
市町村必林！列 ｛flfti'i報担Wi$~ 3, 96{o0~ ／ イ／

林業持及指導事業 9. 357. 000 / 
。
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0補助金等の交付に関する規則

昭和39年12月 1日規則第49号

改正

昭和45年9月30日規則第52号

昭和62年8月11日規則第46号

平成23年8月1日規則第30号

補助金等の交付に関する規則をここに公布する。

補助金等の交付に関する規則

（目的）

第 1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交

付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等

に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。

（定義）

第2条 この規則において「補助金等Jとは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものを

いう。

( 1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で知事が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう o

,.. 3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行なう者をいう。

（補助金等の交付の申請）

第3条 補助金等の交付の申請（契約の申込みを含む。以下同じ。）をしようとする者は、補助金

等交付申請書（契約の申込みにあっては契約に関する書類）に次に掲げる書類を添え、知事に対

し、その定める期日までに提出しなければならない。ただし、第3号の書類については、知事が

その必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

( 1 ) 事業計画書

( 2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあってはその実施設計fl}:

( 4) その他知事が必要と認める書煩

（補助金等の交付の決定）

1/7 



第4条 知事は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び

必要に応じて行なう現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに

補助金等の交付の決定（契約の承諾を含む。以下同じ。）をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金

等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

（補助金等の交付の除外）

第4条の2 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものと

する。ただし、知事が別に定める補助金等に係る申請にあってはこの限りでない。

( 1 ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

( 2} 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

( 3} 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者

（補助金等の交付の条件）

第5条 知事は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するた

め、又は暴力団を利することとならないようにするために必要な条件を付することができる。

（補助事業者の付すべき条件）

第6条 補助事業者は、補助金等をその財源の全部又は一部とする給付金を他の者に交付する場合

においては、知事が前条の規定により付した条件及びこの規則の定めを守らせるための条件を付

さなければならない。

（補助金等の交付決定の通知）

第7条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付し

た条件を補助金等の交付の申請をした者に通知する白

（申請の取下げ）

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前項の規定による通知を受領した場合において、当該

通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事の定

める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、な

かったものとみなす。

（事情変更による決定の取消し等）

第9条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必
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要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容

若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期

間に係る部分については、この限りでない。

2 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のーに該当する場

合とする。

( 1 ) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等（補助事業及

び補助金等を間接の財源、とする事務又は事業をいう。以下同じ。）の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合

( 2) 補助事業者等（補助事業等を行なう者をいう。以下同じ。）が補助事業等を遂行するため

必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己

の負担すべき部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行するこ

とができない場合（補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。）

3 知事は、第 1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に

指げる経費については、当該取消し等に係る補助事業についての補助金等に準じて、補助金等を

交付することがある。

( 1 ) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

( 2) 補助事業等を行なうため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経

費

4 第7条の規定は、第 1項の処分をした場合について準用するo

r （補助事業の遂行等）

第10条 補助事業者は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付し

た条件その他この規則に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行な

わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用（利子補給金にあっては、その交付

の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してそ

の交付を受けたことになることをいう。）をしてはならない。

2 補助事業者は、次の各号のーに該当する場合は、あらかじめ知事に報告してその指示を受けな

ければならない。ただし、第 1号の場合においてその変更が知事が別に定める範聞内の軽微なも

のである場合は、この限りでない。

( 1 ) 事業計同書、収支予算書その他第3条の規定により知事に提出した書額の内容を変史しょ

うとするとき。
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( 2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

( 3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。

（状況報告）

第11条 知事は、別に定めるところにより、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告

を求めることができる。

（実地調査）

第12条 知事は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。

（補助事業の遂行命令等）

第13条 知事は、第11条の規定による報告を受けた場合又は前条の規定に基づく調査をした場合に

おいて、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていな a、
いと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業を逆行すべきことを命ずる

ことができる。

2 知事は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該

補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 知事が前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が第

1項の規定による命令の内容に適合させるための措置を知事の指定する期日までにとらないとき

は、第！？条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにする

ものとする。

（実績報告）

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、知事の定めるところにより、補助事業実績報 a、
告書に関係書類を添えて知事に報告しなければならない。

2 補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において前項の報告をするときは、当該補助

金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書績の写を、補助事業実績

報告書に添えなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めた場合は、この限りでな

し、。

（補助金等の額の確定等）

第15条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて行なう現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事

業者に通知する。
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（是正措置）

第16条 知事は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、

これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができるロ

2 第14条の規定は、前項の命令に従って行なう補助事業について準用する。

（補助金等の交付の決定の取消し）

第17条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金等の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

( 1 ) 補助事業者が第4条の 2各号のいずれかに該当することが判明したとき。

( 2) 補助事業者が第IO条の規定に違反したとき。

( 3) 補助金等を間接の財源とする事務又は事業を行う者が第6条の規定により付された条件に

違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第 1項の規定による取消しをした場合について準用する。

（補助金等の返還）

第18条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る

部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものと

する。

2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえ

,.. る補助金等が交付されているときは、期限を定めて、そのこえる部分の返還を命ずるものとする。

（加算金及び延滞金）

第19条 補助事業者は、第！？条の規定による処分（同条第 1項第 1号又は第2号に該当するときの

ものに限る。）に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の

日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後

の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合（この場合における年

当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。）で計

算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還

を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜら

れた額がその日に受領した傾をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかの
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ぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第 1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金

額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられ

た補助金等の額に充てられるものとする。

4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合（この場合における

年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。）で

計算した延滞金を県に納付しなければならない。

（他の補助金等の一時停止等） 、
第20条 知事は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全

部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、

相当の限度においてその交付を一時停－止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがで

きる。

（財産の処分の制限）

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものに

ついては、知事の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数

を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

( 1 ) 不動産及びその従物

( 2) 機械及び重要な器具で知事が定めるもの

( 3) その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの

2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者について準用する。

（傑式）

第22条 補助金等の交付申請書、交付決定通知書及び交付確定通知書並びに補助事業の遂行状況報

告書及び実績報告書の様式は、別記に定めるところによる。

（雑則）

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、昭和40年4月 1日から施行し、昭和40年度の予算に係る補助金等から適用する。
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附則（昭和45年 9月30日規則第52号抄）

（施行期日）

1 この規則は、公布の日から施行する。 （後略）

附則（昭和62年8月11日規則第46号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成23年 8月 1日規則第30号）

この規則は、公布の日から施行する。

別記

様式第 1号（第3条関係）

p様式第2号（第7条関係）

様式第3号（第11条又は第14条関係）

様式第4号（第15条関係）

＇＝~ 
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平成25年度森林病害虫等防除事業費補助金等の追加害lj当内示について

、－ーl

平成25年度森林病害虫等防除事業費補助金等について、別表のとおり追加割当内

示をする。

なお、交付金等の交付申請書の提出期限は、平成25年7月1日と定められたので、

併せて通知する。
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別表

宮崎県

（単位：千円）

区 分 今回内示額 既内示額 内示額計

（項）森林整備・保全費 12,345 320 12,665 

（目）保安林整備事業費等補助金 539 。 539 

（目）森林病害虫等防除事業費補助金 2,305 320 2,625 

（目）森林資源地方公共団体管理費補助金 5,388 。 5,388 

（目）森林整備・保全地方公共団体事業費補助金 4, 113 。 4, 113 

うち持続的森林経営確立総合対策実践事業費 4, 113 。 4, 113 

うち苗木安定供給推進事業費 。 。 。
（項）林業振興対策費 11, 153 。 11, 153 

（目）林業普及指導事業交付金 9,357 。 9,357 

（目）林業技術者等育成事業費補助金 l, 796 。 l, 796 

（目）林業振興地方公共団体事業費補助金 。 。 。
うち緑の青年就業準備給付金事業費 。 。 。
うちきのこ等生産資材導入円滑化事業費 。 。 。

i口b、 計 23,498 320 23,818 

々 l~1'{1~ (Cf. )gr it. ('Lワじf-

ぐ方針色村4、久た同特しか、（ゐ11-=i~ ，~p初
却、1］元℃rt_~（~t[:t- ' 
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平成 26年 5月 l3 

担当主幹

争J

芳中本農林水産大臣

殿宮崎県知事

、』」平成 26年度森林病害虫等防除事業費補助金等の交付決定の通知に

ついて

,. 
平成 25年4月 24日付け 24 9 4 0 -1 1 4 1で申請のあった平成 26年

度森林病害虫等防除事業費補助金等については、補助金等に係る予算の執行の

とい適正化に関する法律（昭和 30年法律第 17 9号。以下「適正化法J

下記のとおり交付することに決定したので、

適正化法第 8条の規定により通知する。

う。）第 6条第 1項の規定により、

記

,... 
平成 26年 4月 24日付け 24 9 4 0 補助金等交付の対象となる事業は、1 

-1 1 4 1で申請（以下「申請書」という。）のあった森林病害虫等防除事

その内容は申請書の補助事業等の内容欄記載のとおりとする。業等とし、

ただし、補助事業等に要する経費及び補助金等の額は、次のとおりである。2 

補助事業等の内容が変更された場合における補助事業等に要する経費及び補

助金等の額については、別に通知するところによるものとする。

’E
・・e

rL nu 
nu 

nu 

円ハUハUハU

金 64 0' 

金 32 0. 

補助事業等に要する経費

額の等金助補
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3 補助事業等に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補

助金等の額の区分は、申請書の経費の配分欄記載のとおりとする。

4 補助金等の確定額は、次により算出した額の合計額とする。

森林病害虫等｜坊｜徐事業

( I ) 補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区分の

あるものについては、防除店法別等区分）ごとの補助事業等に要した配

分経費’の実支出額に別表に掲げる率を乗じて得た額と、 3の配分経費に

対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のいずれか低い額の合計額。

(2) 間接補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区

分のあるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 3分の 2 （北海道の、のねずみにあっては 4分

の 3）を釆2じて得た額と、これに対応する間接補助事業に要した実支出

額に別表に掲げる率を乗じて得た額の区分別の合計額と、 3の配分経費

に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のもっとも低い額の合計額。

(3) 防除に関する事務費については、‘別表の区分ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 2分の lを乗して得た額と、 3の配分経費に対

応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）との

いずれか低い額の合計額。

5 補助事業者は、森林法（昭和 26年法律第 24 9号）、適正化法、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和I3 0年政令第 25 5 

号。以下「適正化法施行令J という。）、農林畜水産業関係補助金等交付規

則（昭和 31年農林省令第 18号）、林業関係事業補助金等交付要綱（I昭和

4 7年 8月 11日付け 47林野政第 64 0号。以下「交付要綱」という。）

及び森林病害虫等防除事業実施要領（昭和 57年 4月5日付け 57林野保第

1 2 2号）に従わなければならない。

6 補助金等の交付条件は、前記 5に定めるもののほか、次のとおりとする。

( l) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の明加した財産につい

ては、補助事業完了後においても、農林水産大臣が別に定める期間内は持

良なる管埋者の注意をもって管即するとともに、補助金交付の目的に従っ

て使用し、その効率的な運営を図らなければならない。
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(2) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用のlffl)J[Iした財産のうち

交付要綱第 1ろに定める財産及び適正化法施行令第 13条に定めるその他

の財産については、農林水産大！日が別に定める期間内において、農林水産

大臣の承認を受けて処分したことにより、収入のあったときは、当該収入

の全部又は一部を国に納付させることがある。

(3) 補助事業者は、実績報告（過・1E化法第 14条の規定による報告をいう。

以下同じ。）を行うに当たって、各事業主体の当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消

費税法（昭和 63年法律第 10 8号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 22 

6号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかにな

った場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(4) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告によ

り各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した

場合には、交付要綱別記様式第 5号によりその金額（実績報告において前

記（3）により減額した事業については、その金額が減じた額を上回る部分

の金額）を速やかに農林水産大臣に報告するとともに、股林水産大臣の返

還命令を受けて、これを返還しなければならない。

また、補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかに

ならない場合又はない場合であっても、その状況等について取りまとめの

上、補助金等の額の確定の日の翌年 6月 30日までに、同様式により農林

水産大臣に報告しなければならない。

(5) 補助事業者は、間接補助金等の交付に際しては、間接補助事業者に対し、

次に掲げる条件を付さなければならない。

① 間接補助事業者は、この補助金等に係る森林法、適正化法、適正化法

施行令、交付要綱及び関係する事業の要領に従うべきこと。

② 間接補助事業者は、この補助金等に係る収入及び支出を明らかにした

帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を、

間接補助事業終了の翌年度から起算して 5カ年間整備保管しなければな

らないこと。

ただし、間接補助事業により取得し又は効HJの明加した財産で処分：M



,. 

,.. 

限期l聞を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、 i取得制Ii格、

補助金等の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況等その他財産管聞

に必要な事項を記載した台帳及びその他必要な関係書類を整備保管しな

ければならないこと。

③ 問銭補助事業者は、問妓補助事業により取得し又は効用のm)Jllした財

産については、事業完了後においても善良なる管開者の注意をもって管

型するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な述営を図ら

なければならないこと。

④ 間接補助事業者は、③の財産のうち交付要綱第 1；）に定める財産及び

適正化法施行令第 13条に定めるものであって、減価償却資産のl師、j川年

数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 16号。以下「大蔵省令」と

いう。）に定められている耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令

に定めのない財産については、民林水産大臣が別に定める期間内）にお

いては、補助事業者の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないこと。

ただし、補助事業等を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、

自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場

合であって、かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けよ

うとする金額、償還年数、その他必要な事項）が補助金等交付申請書に

記載されている場合は、補助事業者の承認を受けたものとすること。

⑤ 間接補助事業者が④により、補助事業者の承認を得て財産を処分した

ことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者

に納付させることがあること。

⑥ 間接補助事業者は、間後補助金等の交付を申請するに当たって、当該

補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないため、消費税

等相当額を含めて申請した各事業主体については、次の条件に従わなけ

ればならないこと。

（ア） 間接補助事業者は、実績報告を行うに当たって、各事業主体の当該

補助金等に係る佐入れに係る消伐税等相当額があり、かつ、その金額

が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければな

らない。

（イ） 間後補助事業者は、実績報告）r；~の提出後に、消費税及び地方消費税
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の申告により各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相

当額があることが確定した場合には、交付要綱別記様式第 5号により

その金額（実績報告において前記（3）により減額した事業主体につい

ては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに補助事業

者に報告するとともに、補助事業者の返還命令を受けて、これを返還

しなければならない。

また、間接補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入佐除税額が

明らかにならない場合又はない場合であっても、補助事業者の指示に

従い、その状況等について同級式により補助事業者に報告しなければ

ならない。

⑦ 間接補助事業者が補助事業者から交付された間後補助金等を更に他の

間後補助事業者へ交付する場合においても、間後補助事業者に付された

条件と同ーの条件を付さなければならないこと。

(6) 補助事業者は、前記（5）の④により承認しようとする場合は、あらかじ

め農林水産大臣の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業者は、前記（5）の⑤により間接補助事業者からその収入の一部

に相当する額を収納した場合は、その全部又は一部に相当する額を国に納

付しなければならない。

(8) 農林水産大臣は、補助事業者が農林水産大臣の付した条件に違反した場

合又は間接補助事業者が補助事業者の付した条件に違反した場合は、補助

事業者に対して補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあ

る。



別表

｜豆 分 防除方法別等区分 国の補助率

特別伐倒駆除

伐倒駆除

補完伐倒駆除

伐採跡地駆除

命令等に係るもの
伐採木等駆除

1/2 
松 枯損幼齢木駆除

く 薬剤防除（特別防除）

薬剤防除（地上散布）

r 虫
薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）

樹幹注入

本オミ＋乙三

オ本4ミ~ 駆
特別伐倒駆除

林
手本 l~ft- 伐倒駆除

病
病 費 補完伐倒駆除

害 奨励に係るもの
伐採木等駆除

1/2以内害

虫
薬剤防除（特別防除）

虫 薬剤防除（地上散布）

等
空寸·~

薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急、防除）

防
駆 樹幹注入

,.. 
｜徐

その他松くい虫駆除費
伐倒駆除

降、

費
薬剤防除

事 伐倒駆除
からまつ先枯病

業 薬剤I駆除

食葉性害虫薬剤駆除
1/2 

たまばえ類薬剤駆除

その他法定森林病害虫駆除費
すぎはだに薬剤l駆除

薬剤駆除

ナラ類等せん孔性害虫 全木焼却

予防手法

のねずみ薬剤駆除
北海道 3/8 

その他 1/3 

防除に関する事務費
命令等に係るもの 1/2 

奨励に係るもの 1/2以内



24940-1143 

平成25年4月24日

様式2

林 野庁長官

河野宮崎県知事

殿

平成25年度森林病害虫等防除事業交付決定前着手届

森林病害虫等防除事業実施要領の第2の3の規定に基づき、別記条件を了承の上、下記

のとおり提出します。

~ 
記

事 業 名 森林病害虫等防除事業

事業費 640千円

事業主体 宮崎県

着手予定年月日 平成25年4月25日

交付決定前の着手を必要とする理由

松くい虫のまん延を防止するため薬剤防除を適期に実施する必要があり、防除前の環

境影響調査の早期の実施が必要なため。

1
ょ
っ
“

q

u

A吐

F
D

（別記条件）

1 交付決定を受けるまでの期間に天災等の事由によって実施した施策に損失を生じた場

合は、これらの損失は事業実施主体が負担すること。

2 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において

も、異議を申し立てないこと。

3 当該施策については、着手から交付決定を受ける管内においては、計画の変更は行わ

ないこと。

,. 

自然環境課）（文書取扱

保安林担当水久保
0985-26-7163 
0985-38-8489 

担当
TEL 
FAX 
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殿林野庁長官

平成25年度森林病害虫等防除事業交付決定前着手届

森林病害虫等防除事業実施要領の第2の3の規定に基づき、日IJ記条件を了承の上、下記

のとおり提出します。〆

r 
記

事 業 名 森林病害虫等防除事業／

事業費 64 0千円

事業主体 宮崎県／

着手予定年月日 平成 25年4月25日／

交付決定前の着手を必要とする注由

松くい虫のまん延を防止するため薬剤防除を適期に実施する必要があり、防除前の環

境影響調査の早期の実施が必要なため。

／ 

1
i

つ’臼つ
U

A

ヨ＝．
U

－、

（別記条件）

1 交付決定を受けるまでの期間に天災等の事由によって実施した施策に損失を生じた場

合は、これらの損失は事業実施主体が負担すること。

2 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において

も、異議を申し立てないこと。

3 当該施策については、着手から交付決定を受ける管内においては、計画の変更は行わ

ないこと。

,.. 

自然環境課）（文書取扱

保安林担当 水久保
0985-26-7163 
0985-38-8489 

担当
TEL 
FAX 



平成25年度森林病害虫等防除事業等交付金等交付申請書「第 1次J

農林水産大臣 林 芳 正 殿

24940-1141 

平成25年4月24日

平成 25年度において、下記のとおり森林病害虫等防除事業等を実施したいので、交付

,.. 金等320, 00 O円を交付されたく、関係書類を添えて申請します。

記

1 事業の目的

森林病害虫等防除

2 事業の内容及び経費の配分

別記様式 I及び I付のとおり

3 事業の完了予定年月日

平成26年 3月31日

,.. 4 収支予算書

別記様式Eのとおり

5 補助金交付に関する規定

補助金等の交付に関する規則（昭和 39年宮崎県規則第49号）

（文書取扱 自然環境課）



決 裁 伺 書 24940-1141 

（決裁日包建目或、 ｜（処理期限） ｜（決裁区分） 課 長

＼｜ 年 月 日

ち ）（起案日） ｜（取扱区分）

平成25年 4月 24日

（文（奇書分類（i)（お）
（施行日） （保存期間） ヲ｜継 平成27年4月

2~~年 V月三デ日 10年 廃棄 平成36年4月

（公印使用） （起案者） TEL 2876 

要 所属自然環境課 職氏名主査 水 久 保 孝 英

知事 II 副知事 II 

部長 II 次長 II 

r 
次長 II 境

J
J

環

！

然

長

自

課
総括 ' ••• ~:.c’ 
線長補佐 ~~~：！.~；

保安林 ，引・へ 課員制件る） ⑧（鈴
ど、、

、....-

技術

課長補佐

a・ 、‘． も

千理的

I .,. 

~ 

（標題）

平成25年度森林病害虫等補助事業等交付金等交付申請書の提出について

（伺い）

このことについて、次案のとおり提出してよろしいか。
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／ 
平成25年度森林病害虫等防除事業等交付金等交付申請書「第 1次」

／ 

農林水産大臣林芳正 殿

／ 

人J., t.:_ 
、一：：。

24940-ll<f/ 
平成25年4月三子日

宮崎県知事河野俊嗣

平成 25年度において、下記のとおり森林病害虫等防除事業等を実施したいので、交付

金等320, 00 0円を交付されたく、関係書類を添えて申請します。／

1 事業の目的 ／ ／ 

森林病害虫等防除 マ

2 事業の内容及び経費の配分 〆

別記様式 I及び I付のとおり ／ 

3 事業の完了予定年月日 ／ 

平成26年 3月31日

記

、V 4 収支予算書 ／ 
別記様式Eのとおり

5 補助金交付に関する規定

補助金等の交付に関する規則（昭和 39年宮崎県規則第49号）

（文書取扱 自然環境課）

－ • ....- I 
• ,-,. I 

I ＂寸 l

If自｜
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別記様式（別記様式第1号の（注）1、別記様式第2号、第3号の（注入別記様式第4号の（注）1関係）

1 森林病害虫等防除事業等

様式 I

区 分

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日本型フオレスター活動・育成支援事業

£ロ与． 計

平成24年度森林病害虫等防除事業等の内容及び経費の配分総括表

補助事業等に
経 費 内 訳

事業 費
要する経費

国庫補助金等 都道府県負担金 市町村負担金

(A)+(B)+(C)+(D) (A)+(B) (A) (B) (C) 

。 。
640 000 640,000 320,000 320 000 

。 。 。 。
。 。
。 。
。 。
。 。

640 000 640 000 320,000 320 000 

（単位：円）

その他負担金 備考

(D) 

。

。



， ， 
様式 Iの付

2 森林病害虫等防除事業

補助事業に要す
経 費 内 訳

区 分 数量
事業費 る（補助事業に要

国庫補助金 都道府県負担金 市町村負担金 その他負担金した）経費

(A)+(B)+(C)+(D) (A)+(B) (A) (8) (C) (D) 

森林病害虫等駆除費 ／ ／  

命令等に係るもの ／ ／  
松くし、虫駆除費

奨励に係るもの

その他松くい虫駆除費 ／ ／  

その他森林病害虫等駆除費

防除に関する事務費

森林病害虫等の駆除に関する事務費
（奨励防除に係るものを除く。）

奨励防除に関する事務費

防除に附帯する事業費 640,000 640,000 320,000 320,000 

言十 640,000 640,000 320,000 320,000 

（注）1 「松くい虫防除事業計画J,r森林病害虫等（松くい虫を除く。）防除事業計画」及び「防除に附帯する事業計画Jを添付すること。

2 「命令等lこ係るものJとは防除法第5条第2項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第3項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第1項の
規定による防除法第3条第1項の命令により受命者が行う防除、防除法第7条第1項の規定による森林害虫防除員の指示により受命者が行う防除及び防除法第5条第4項において準
用する防除法第4条第1項の規定により都道府県知事が行う防除をいう。

3 『奨励に係るものJとは、地域森林計画及び市町村森林計画に即して対策対象松林の中に都道府県が作成する松くい虫防除事業の実施に関する事業計画に基づき松林所有者等が行
う防除をし句。

4 防除に関する事務費については、備考欄に地方自治法施行規則第15条の別記による節に区分して記入すること。

5 防除に関する事務費の算出基礎に備品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考欄に記載すること。

6 重要な変更がある場合は、備考欄に積算根拠及び変更の理由を記入すること

（単位：円）

備 考



r 守
( 4）防除に附扮する事業計画

事業費
補る助（事補業助事に業要すに 経 費 内 訳

区 分 数量
（円） 要した）経費 国庫（補円助）金 県（都道府）負担 市町村（円負）担金 その他負担金

“日 考
金 円） （円）

(A) + (8) + (C) t (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

被害防止対策事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

被害監視事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

薬剤防除自然環境等影響調査事業 640, 000 640 000 320, 000 320, 000 特別防除

都道府県が実施主体のもの 640, 000 640, 000 320, 000 320, 000 

都道府県以外が実施主体のもの

メ口h、 5十 640, 000 640, 000 320, 000 320, 000 

（注） 特別防除又は地上散布（無人ヘリコブタ一散布）により行う場合は、その旨を明記すること。



③薬剤防除自然環境等影響調査事業

ア定点追跡調査

品1~］査定点所在地
薬剤散布地域

薬剤1！張散布地域

調 査内容

( 1) 環境条件調査

(2) 自然環境等に及ぼす影響調査

(3) その他

,, () 

延岡市熊野江、宮崎市ーツ葉

延岡市北川町

事業'l'l （円） 調査実施者

300, 000 未定

340, 000 未定

（注） l 調査実施者は、県林業試験場、県00研究所、財団法人00研究所等と具体的に記入すること。

合宿 考

特別防除、乳剤

特別防除、乳剤

2 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、マイクロカプセル剤、乳剤等を記入する。

イ簡易調査

（ア）水質調査

検体数
事業費 （円） 。Ill考市町村名 散布面積 地点数

特別防除実施地区内 特別防除実施地区下流

ha 

計

（注） 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。

（イ）気中濃度調査

市町村名 散布面積 地点数 検体数 事業費 （円） 備考

ha 

計

(iJ:) 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。



様式E

sl.~24年度森林病害虫等防除事業等収支予L
( 1 ）収入 （単位：円）

予算額

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 計 備考

(A) (8) (A)+(B)=(C) 

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業 320, 000 320, 000 640, 000 

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日本型フォレスター活動・育成支援事業

dロ~ 計 320. 000 320, 000 640, 000 

(2）支出

予算額

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 計 備考

(A) (8) (A)+(B)=(C) 

保安林整備管理事業

指定・解除

指定施業要件変更

保安林損失補償事業

森林病害虫等防除事業 320, 000 320. 000 640, 000 

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日本型フオレスター活動・育成支援事業

~ 計 320 000 320. 000 640, 000 
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0補助金等の交付に関する規則

昭和39年12月 1日規則第49号

改正

昭和45年9月30日規則第52号

昭和62年8月11日規則第46号

平成23年8月 1日規則第30号

補助金等の交付に関する規則をここに公布する。

補助金等の交付に関する規則

（目的）

第 1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交

付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等

に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。

（定義）

第2条 この規則において「補助金等Jとは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものを

いう。

( 1 ) 補助金

( 2) 利子補給金

( 3) その他相当の反対給付を受けない給付金で知事が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。、3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行なう者をいう。

（補助金等の交付の申請）

第3条 補助金等の交付の申請（契約の申込みを含む。以下同じ。）をしようとする者は、補助金

等交付申請書（契約の申込みにあっては契約に関する書類）に次に掲げる書類を添え、知事に対

し、その定める期日までに提出しなければならない。ただし、第3号の書類については、知事が

その必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

( 1 ) 事業計画書

( 2) 収支予算書

( 3) 工事の施行にあってはその実施設計書

( 4) その他知事が必要と認める書類

（補助金等の交付の決定）

1/7 
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第4条 知事は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び

必要に応じて行なう現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに

補助金等の交付の決定（契約の承諾を含む。以下同じ。）をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金

等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

（補助金等の交付の除外）

第4条の2 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものと

する。ただし、知事が別に定める補助金等に係る申請にあってはこの限りでない。

( 1 ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

( 2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

( 3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者

（補助金等の交付の条件）

第5条 知事は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するた

め、又は暴力団を利することとならないようにするために必要な条件を付することができる。

（補助事業者の付すべき条件）

第6条 補助事業者は、補助金等をその財源、の全部又は一部とする給付金を他の者に交付する場合

においては、知事が前条の規定により付した条件及びこの規則の定めを守らせるための条件を付

さなければならない。

（補助金等の交付決定の通知）

第7条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付し

た条件を補助金等の交付の申請をした者に通知する。

（申請の取下げ）

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前項の規定による通知を受領した場合において、当該

通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事の定

める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、な

かったものとみなす。

（事情変更による決定の取消し等）

第9条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必

2/7 
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要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容

若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期

間に係る部分については、この限りでない。

2 知事が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のーに該当する場

合とする。

( 1 ) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等（補助事業及

び補助金等を間接の財源とする事務又は事業をいう。以下同じ。）の全部又は一部を継続する

必要がなくなった場合

( 2) 補助事業者等（補助事業等を行なう者をいう。以下同じ。）が補助事業等を遂行するため

必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己

の負担すべき部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行するこ

とができない場合（補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。）

3 知事は、第 1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に

掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業についての補助金等に準じて、補助金等を

交付することがある。

( 1 ) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

( 2) 補助事業等を行なうため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経

費

4 第7条の規定は、第 1項の処分をした場合について準用する。、（補助事業の遂行等）

第10条 補助事業者は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付し

た条件その他この規則に基づく知事の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行な

わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用（利子補給金にあっては、その交付

の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してそ

の交付を受けたことになることをいう。）をしてはならない。

2 補助事業者は、次の各号のーに該当する場合は、あらかじめ知事に報告してその指示を受けな

ければならない。ただし、第 1号の場合においてその変更が知事が別に定める範囲内の軽微なも

のである場合は、この限りでない。

( 1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により知事に提出した書類の内容を変更しょ

うとするとき。

3/7 



( 2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

( 3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。

（状況報告）

第11条 知事は、別に定めるところにより、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告

を求めることができる。

（実地調査）

第12条 知事は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。

（補助事業の遂行命令等）

第13条 知事は、第ll条の規定による報告を受けた場合又は前条の規定に基づく調査をした場合に

おいて、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていな

いと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる 司，
ことができる。

2 知事は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、当該

補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 知事が前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が第

1項の規定による命令の内容に適合させるための措置を知事の指定する期日までにとらないとき

は、第！？条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにする

ものとする。

（実績報告）

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、知事の定めるところにより、補助事業実績報 .I 

告書に関係書類を添えて知事に報告しなければならない。

2 補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において前項の報告をするときは、当該補助

金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写を、補助事業実績

報告書に添えなければならない。ただし、知事がその必要がないと認めた場合は、この限りでな

し】。

（補助金等の額の確定等）

第15条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に

応じて行なう現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を篠定し、その旨を当該補助事

業者に通知する。
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（是正措置）

第16条 知事は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、

これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の命令に従って行なう補助事業について準用する。

（補助金等の交付の決定の取消し）

第17条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金等の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

( 1 ) 補助事業者が第4条の2各号のいずれかに該当することが判明したとき。

( 2) 補助事業者が第10条の規定に違反したとき。

( 3) 補助金等を間接の財源とする事務又は事業を行う者が第6条の規定により付された条件に

違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第 1項の規定による取消しをした場合について準用する。

（補助金等の返還）

第18条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る

部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものと

する。

2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえ

、， る補助金等が交付されているときは、期限を定めて、そのこえる部分の返還を命ずるものとする。

（加算金及び延滞金）

第19条 補助事業者は、第17条の規定による処分（同条第 1項第 1号又は第2号に該当するときの

ものに限る。）に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の

日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後

の期間については、既納額を控除した額）につき年I0. 95パーセントの割合（この場合における年

当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。）で計

算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還

を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜら

れた額がその日に受領した額をこえるときは、当夜返還を命ぜられた額に達するまで順次さかの

5/7 



ぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第 1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金

額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられ

た補助金等の額に充てられるものとする。

4 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既納額を段除した額）につき年I0. 95パーセントの割合（この場合における

年当たりの割合は、悶（じゅん）年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。）で

計算した延滞金を県に納付しなければならない。

（他の補助金等の一時停止等）

第20条 知事は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全 ‘’ 
部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、

相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することがで

きる。

（財産の処分の制限）

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものに

ついては、知事の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐周年数

を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

( 1 ) 不動産及びその従物

( 2) 機械及び重要な器具で知事が定めるもの

( 3) その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの

2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者について準用する。

（様式）

第22条 補助金等の交付申請書、交付決定通知市及び交付確定通知書並びに補助事業の遂行状況報

告書及び実績報告書の様式は、別記に定めるところによる。

（雑則）

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、 IJ{:i和40年4月 1Elから施行し、 118和40年度の予算に係る補助金等から適用する。
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附 貝IJ （昭和45年9月30日規則第52号抄）

（施行期日）

1 この規則は、公布の日から施行する。 （後略）

附則（昭和62年 8月11日規則第46号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成23年8月 1日規則第30号）

この規則は、公布の日から施行する。

月IJ記

様式第 1号（第3条関係）

様式第2号（第7条関係）

、’ 様式第3号（第11条又は第14条関係）

様式第4号（第15条関係）

、v
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別表
宮崎県

（単位：千円）

区 分 今回内示額 既内示額 内示額計

（項）森林整備・保全費 320 。 320 

（目）保安林整備事業費等補助金 。 。 。
（目）森林病害虫等防除事業費補助金 320 。 320 

（目）森林資源地方公共団体管理費補助金 。 。 。
（項）林業振興対策費 。 。 。、

（目）林業普及指導事業交付金 。 。 。
（目）林業技術者等育成事業費補助金 。 。 。

A口、 計 320 。 320 

、’



1 林業関係事業補助金等交イ事仁綱 ' 
第1 農林水産大臣は、林業を振興し、国土の保全を図るため、林業関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、都道府県に補助

金等を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第17 9号。以下「適

正化法Jとしづ。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第25 5号。以下「適正化法施行令j とし、

う。）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31年農林省令第 18号。以下「規則j という。）及び予算科目に係る補助金の交付に

関する事務について平成12年度予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件（平成12年 6月23日農

林水産省告示第900号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

第2 第1の林業関係事業に要する経費及びこれに対する国の補助率は、別表1に定めるところによる。

2 別表 1の事業及び事業細目の欄に掲げる事業に要する経費は、相互に流用しではならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣の承認を

受けて林道施設災害関連事業及び災害関連山村環境施設復旧事業の監督事務に要する経費を当該事業の他の事業細目に掲げる経費に流

用する場合は、この限りではない。

〆’、、

第3 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定に基づく申請書の様式は、別紙書式甲のとおりとし、正直1{2部を農林水

産大臣（事務委任に係るものにあっては、内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）に提出するものとする。

2 都道府県は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費

に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、 Y消費税法（昭和 63年法律第 10 8号）に規定する仕入れに係る消費税額として

控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助

率を乗じて得た金額をし、う。以下同じ。）があり、かっ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る住入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

第4 規則第2条の規定による申請書の提出の時期は、毎年度農林水産大臣が別に定める日までとする。

第5 次に掲げる経費についての交付決定に係る額の算定は、別表2に定めるところにより行うものとする。

(1）森林法施行令第15条第1号に規定する経費

(2）森林法施行令第 15条第2号に規定する経費

(3）森林法施行令第15条第3号に規定する経費

(4）森林病害虫等防除法施行令第3条第1号に規定する経費

(5）森林病害虫等防除法施行令第3条第2号に規定する事務費

第6 都道府県は、規則第3条第1号の規定に基づき農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、別紙書式乙の補助事業等変更（中止又

l_ 



は廃止）承認申請書正副2部を農林水産大臣k＿~出しなければならない。

，，.園、， 

第7 規則第3条第1号イ及びロの農林水産大臣が定める軽微な変更は、別表 lの事業区分に応じ定められた重要な変更の欄に掲げる変更以

外の変更とする。

第8 都道府県は、規則第3条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指示を求める場合には、補助事業等が予定の期間内に完了Lない理由又

は補助事業等の遂行が困難となった理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類正副 2部を農林水産大臣に提出しなければならない。

第9 適正化法第12条の規定に基づく報告は、各四半期（第4・四半期を除く。）の末日現在において別紙書式丙により遂行状況報告書を作

成し、当該四半期の最終月の翌月末までに正副2部を農林水産大臣に提出して行うものとする。ただし、次表の左欄に掲げる事業について

は、右欄に掲げる期日現在における事業遂行状況報告書を別紙書式丙により作成し、その期日の属する月の翌月末まで、に農林水産大臣に提

出して行うものとする。

なお、林野庁長官が別に定める概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。

事 業 区 分 期 日

森林整備地域活動支援対策事業等（森林整備地域活動支援交付金、保安林整備管理事業、森林病害虫等防除事

業、地域森林計画編成事業、林業就業促進資金造成費補助事業、林業・木材産業改善資金造成費補助事業及 1 2月31日

び林業普及指導事業をいう。以下同じ。）

森林国営保険事業 1月31日

第 10 規則第6条第1項に規定する実績報告書の様式は、別紙書式丁のとおりとし、正副2部を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 第3第2項ただし書により交付の申請をした都道府県は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3第2項ただし書に該当した各

事業主体について当該補助金に係る住入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、．これを補助金額から減額して報告しなけれ
ばならない。

3 第3第2項ただし書により交付の申請をした都道府県は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告に

より当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合には、その金額が減

じた額を上回る部分の金額）を速やかに農林水産大臣に報告するとともに、農林水産大臣の返還命令を受けてこれを返還しなければなら
ない。

4 前項による報告は、別紙書式戊により第1項の実績報告書を提出した年度の 7月1日までに行うものとする。ただし、当該補助金に係

る消費税仕入控除税額が確定していない場合には、翌年度の 7月1日までに報告するものとする。

、
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第 11 適正化法施行令第 13条第4号の規定に基づく農林水産大臣が定める財産は、 1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が 50万円以

上の機械及び器具とする。

第 12 規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事業終了の年度の翌年度から起算して 5年間整備保管しておかなければ

ならない。

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、別紙書式己の財産管理台帳その他

関係書類を保管しなければならない。

、、
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平成 25年 6月 5日

宮 崎県知事殿

林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正について

、， 林業関係事業補助金等交付要綱（昭和47年 8月 11日付け 47林野政

第 640号農林事務次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正

されたので、御了知の上、諸事業の円滑かっ的確な実施に御配慮をお願い

する。

また、本要綱の適用については平成 25年度予算からとなるので、念の

ため申し添える。

以上、命により通知する。
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別紙

林業関係事業補助金等交付要綱（昭和47年8月 11日付け47林野政第640号農林事務次官依命通知）の一部改正新旧対照表

改 正 後 現 イ’7ー

第 1～第17 ［略］ 第 1～第17 ［略］

附則

この璽担による盛正直の林塞園係事塞遡型企笠室付重週【昭盈47~包月 11 日付け47林竪藍筆640量島益重蓋芭宣

盤金通包｝に基づいて塞革主主主た蓋塞で盗って当主盛25霊屋弘隆b謹鐘して塞撞主盃主のに在って也この璽担

の能行後も、なお従前の例による

別袋 1 （第2関係） 別表 1 （第2関係）

司停 重要な変更 司事 重要な変更

業 経 費 事業細目 国の補助$ 都道府県の繍助率 経費の配分の 事業内容の変 員定 経費 事業細目 国の補助率 都道府県の繍助率 経費配分の変 事業内容の変

変更 吏 更 更
(l) 1～4 ［略］ ［時］ ［略］ ［時］ ［略］ ［略］ (1) 1～4 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ [1110 ［略］

森 持．

林 ~.＿ 

病 5 日杢型アオレ 日本型フォ 室盟 基盤 語堂の掴に ［自ljる．］ 病 5 日本塁フォレ 日本型フォ 産盟 主盟 1 日本型プ 1 院行藍監

ヨ毎 スター宣成主鍾 レスター育 掲げる (1）～ 審 スター活動・宣 レスター活 オレスター 歩加入量の

虫 杢1! 盛支撞事茎 {52のそれぞれ 虫 成主謹事業 動・宣些茎 歪動の試立 益企

等 の経費の30% 等 量豊韮 堂及び日杢

防 置道 !ff~ が 主語え盃虫歯 防 彊道lff~ が 型フオレス 2 準フオレ

除 rl修華細目」塑 除 r:J修塞細目 lJ塑 ターの脊盛 スター研修、

事 にmげる事墾を Z停 に遇げる事差を 茎援費のそ 通信研笹s

事足 fi2のに璽する 業 行うのに要する れぞれの盤 隼含研修ョ

等 (1）～（5）までの 空事 経堂及び華道府 ”萱の30~ を 監聞事業体

謹垂及び聾道府 県が「事業細目 I 超える準盛 毒事に出向し

県が「事業細目1 遡に掲げ盃事選 て笠う蔓塞

掴に盤ぜる~蓋 を宜主市E控に 2 日杢製フ 量動笠島び

を行う市町村に l:tし通「聾道底 ォレスター 亜盤程圏に

!tしl (1）～（52 阜の補助皐J塑 量動の拭笠 盛る取盤そ

までの経堂につ に掲げる率を下 置及び日杢 れぞれの壷

いて『盤道虚県 らない盤堕率に 型フォレス 加ム監の30

の撞盈率J欄に より撞監を行う ターの宣虚 ~を盤える

盛』Z盃率主王主 場合における当 支謹堂の30 型選

ない盈盈豊によ 核抑監に要する %を超える



り補助を行う場

合における当践

補助に要する経

堂
(1）准フォレス

ター研修への

童担

(2）通信研修の

乏盤
(3）集合研修へ

虫垂ll!!
(4) 民間事業体

毒事に出向して

行う事業活動

等

(5）研修課題に

係る取り組み

6 持続的森林経！笠盤位韮埜

常確立総合対策l皇室盛主盤

基盤豆皇 ｜会：盆塁塁盛

！主韮
都道府県が

「事業細目I欄

にf＆げる事業を

行うのに要する

(2）の経費及び

都道府県が「事

業細目j棟に掲

げる事業を行う

者に対し、（1)

及び（2）の経費

について『都道

府県の補助率j

欄に掲げる率を

下らない補助率

により補助を行

う場合における

当防補助に要す

ゑ盆堂

主盟 重盟

、

経費の欄にl宣車主隼!!2

掲げる (1）及び｜塞亙

(2）の事業のそ

れぞれの経費

の30%を超え

豆盟並

盆主

‘ら



電「 ， 
(1）華強置査者

等の基本的な

f費聾盤塑・普

丞萱発話監査

茎

(2）森林箆営計

直住虚・施塾

基約化に向け

た金件整盛事

茎

7 苗木室塞盤整 苗木室定盤 事業置の1/2fil内 事塞堂の1L2 司E蓋実施主 事整実施主

並道主！！ 盆盤進事準 ただし2 経費の繍に ただし、経費の繍に 住ごとに箆童 隼2歪亙
査E道府盛が 掲げる＜1lについては定 掲げる(l)については産 の掴に遇げる

「事華担回j掴 額主（3）のイについては 担当（3）のイについては (1）、（22孟び

に掲げる事業を 1/4以内（花盤症対策苗 1/4 ！花盤痘盆箪苗主＝ !4）のそれぞれ

宜主のに室主盈 太－ fj聖与に優れた苗木、 盛量iζ量れた苗2S重 の墨置の30~主

(1）～（42までの 病虫獣害盤l&t生笠の苗 虫重宝重重抗性窒の革主 を昭える婚減

寝室及び盤道！！ 主のうち林野庁長官が のうち林野庁長官が別

県が『事業細目j 別途定めるものについ 塗定めるbのについて

塑に掲げる事業 ては1/2以内） 旦.！＆
をrr2者にM

し通 (1｝から ~4)

までの益量につ

いて『盤遭Bi~

の補助主J欄に

温げる豊を下ら

ない撞盟主によ

り撞監を往2損

合におけ盃当堕

補助に要する畠

費

( 1）図鑑盤哩の

連重盛~
(2) ミニチュア

髭種置笠の整

盤

(3｝直主生産基

賞宏定｛じ盆盤



ア出萱調整欄

査

イ出荷塑整

(42種苗生産謹

設の体制整備

8 盤の青年盤選 盤の宜笠盤 星盟 産鑑 1 i~位金事 給仕誼患者

準盤給付金事謹 準型盤盆付 業に霊する 監の30ちを超

企蔓韮 箆量の30包 主豆盛盛

霊童底県が を超える掴

「事業細目 l；掴 き皇．

に撞げる事塞を

行うのに璽する 2 推進事塞

【1）及び（2）の経 重型盟重

重及び都道府県

が「杢塞細EJ 

揮に掲げる事選

をfi2林業差盤

カ確保支壁セン

ターに対しョ (1)

及び（2）の墨萱

について『盤道

座県の補監串l

相に掲げる串を

下らない補助皐

により補助を行

2場合における

当該撞盟に霊す

主韮重

(1）給付金事業

(2）推進事業

9 主のこ笠生産 主のこ等生 事室堂（きのこ等の 主皇室【主のと笠の 事謹主隼ご 事墾塞施主

宜笹準入目置i~ 産量拭準入 生産宣控にかかる放射 生産量控にかか盃盤ttとの杢筆宣の 隼笠蛮亙

事業 円盟i長~謹 性並宜による被災直の 性物質による被災世の 30%を担える

準入量と盤災隼の準入 導入費と被災塗の準入 盟謹

盤道府県が 萱の差額）の1/2弘内 萱の整担｝の1/2、 、



r r 
f事業細目J盟

に盟げる事業を

行う者に対し、

「盤道府県の撞

盈空J置に掻げ

る$を下らない

補助率により撞

助を行う場合に

おける当館捕監

に豆する箆宜

(2) ［略1 ［目的 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ (2) ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(4) (4) 

［略 ［略

(5) ［時］ 森林環涜保 ［略］ ［略］ ［略〕 ［格］ (5) ［略〕 森林環境保 ［略〕 ［賂］ ［略］ ［略］

森 全直後支援 森 全車接支援

林 事業 林 事業

環 環

境 m境林盤側 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 境 環境林整備 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

保 事業 ｛呆 事業

全 全

E監 林業専用道 1 林道整備（森林管 1 林道整備｛森林管 1 林道整備 1 林道整備 盤 林業専用~ 1 林道盤側（森林管 1 林道整備（森林管 林道整備（森 林道控備（森

備 等整備事業 理道開設、森林施業 理道開段、森林施業 ｛森林管理 （森林管理 備 等整備事業 理道開股、森林施業 理道開段、森林施業 林管理道開設、 林管理道開般、

事 道開設及び林業専用 道開設及び林業専用 道開段、森 道関股、森 司E 道開股及び林業専用 道関股及び林業専用 森林徳業道開 森林施業道開

署長 道の開設・機能強化｝ 道の開殴・機能強化） 林鑑業道開 林抱幾道開 業 道の開設・機能強化｝ 道の開股・機能強化） 股及び林業専 設及び林業専

について について 設及び林業 設及び林業 について について 用道の開設・ 用道の開設・

U）・（2) ［略］ (I) ［略］ 専用道の開 専用道の開 (1)・（2) ［略］ (1) ［略］ 織能強化） 機能強化）

(3) ( l）及び（2）以外 (2) ［略］ 股・機能強 設・機能強 (3) (1）及び（2）以外 (2) 〔略］ ［絡〕 (1）～（3) ［略］

の林道に係るもの ア幹線林道 化｝ 化｝ の林道に係るもの ア幹線林道

事業費の45/100 (7）・（イ）［略］ ［略］ (l）～（3）［略］ 事業費の45/100 (7）・（イ）［略〕

ただし、北海道、 玉三のill1iの並道 ただし、北海道、

離島、奄美群島及 主選童の50l!OO 離島．奄美群島及

び沖縄県を除く地 ただしョ控縄県 び沖縄県を除く地

域の過疎地域の市 については重霊堂 域の過疎地法の市



町村及び緩奥山村 の80/100 町村及び短輿山村

の地域、北海道、 (3) (1）及び（2）以外 の地域、北海道、 (3) (1）及び（2）以外

離島及び奄美群島 の林道に係るもの 陣島及び奄美群島 の林道に係るもの

並びに都道府県及 事業費の45/100 並びに都道府県及 事業費の45/JOO

び市町村が行う北 ただし、北海道、 び市町村が行う北 ただし、北海道、

海道、離島及び奄 離島、奄美君事島及 海道、隙島及び奄 離島、奄美群島及

美群島の過疎地域 び沖縄県を除く地 美群島の過椋地域 び沖縄県を除く地

の市町村及び振興 域の過疎地域の市 の市町村及び振興 域の過疎地域の市

山村の地域につい 町村及び振興山村 山村の地壌につい 町村及び仮興山村

ては事業費の の地域、北海道、 ては事業費の の地域、北海道、

50/100、森林組合 離島及び奄美群島 50/100、森林組合 離島及び奄美群島

等が行う北海道、 並びに市町村が行 等が行う北海道、 並びに市町村が行

離島及び奄美総島 う北海道、離島及 離島及び奄美鮮島 う北海道、離島及

の過疎地繊の市町 び奄美群島の過疎 の過疎地域の市町 び奄美群島の過疎

村及び援奥山村の 地域の市町村及び 村及び鋸奥山村の 地域の市町村及び

地棋については事 復興山村の地域に 地続については事 提奥山村の地媛に

業費の55/100、宣E ついては事業費の 業費の55/100、1'11 ついては事業費の

市府県及び市町村 50/100、森林組合 縄県については事 50/100、森林組合

が行う奄美桜島の 等が行う北海道、 業費の80/100 等が行う北海道、

過疎議事李林道（「過 離島及び奄美群島 離島及び奄美群島

疎地機自立促進特 の過疎地域の市町 の過疎地域の市町

別惜置法j 第14粂 村及び煩輿山村の 村及び振興ui村の

第1項の規定に基づ 地域については事 地域については事

き指定された基僻 業費の55/100、亙 業費の55/100、沖

的な林道をいう e 町並が行う童差群 縄県については事

以下問じJ につ 島の過疎基幹林道 業費の80/100

いては事業費の については事皇室

65/100、森林組合 の65Ltoo、森林組

等が行う需~＇経書草島 合等が宣う奄美壁

の過疎通底幹林道に 島の過重基盤整道

ついては事業費の については主筆宜

笠4立L沖縄県に の70/100、沖縄県

ついては事業費の については事業費

80/100 の80/100

2 ［略］ 12～4 ［略］ 2 盆開｜｜｜ ［略］ 12～4 ［略］

i盤道盤阜 （林道盤阜

二盤整L 二盤墾L
盛行量産 ~12 箪笠箪

ごとの事業 底豆旦豊．．． 

‘ー

、



3 林道点検診断・保

全整備について

事業資の1/2単車

4 1～3以外の林道

整備について

事業費の45/100込

内

5 指導監管費につい

て

(1) （略］

ア・イ ［略〕

ウ ア及びイ以外の

林道に係るもの

指導監督費の

45/100以内

r r 
費の30o/oを｜ 宜主並立2

藍主主盟並｜ 玄室
(2）施行位

置且笠塞

2彊盟.R

は車道幅

且2翠互
(3）施行箇

重二よ旦

隼立孟：！！

E並並主

盆主主盗

少

3 林道点検13 林道点検

診断・保全｜ 整担二塁金

聾盤 ｜ 墜塑

箪宜主盆I< i）施行主

ごとの事業｜ 隼2主主

費の30% <I (2）範行主

30 o/oに棺当｜ 盆三よ2
する額が1501 藍立箪亙

万円以下で｜ 2辺塾主

あるときは｜ 盟主主盤

150万円｝を｜ 坐

盤主主重盛

3 林道点検診断・保

全整備について

事業費の1/2

4 1～3以外の林道

整備について

事業費の45/100

5 指導監督費につい

て

(1) ［略］

ア・イ ［略〕

ウ ア及びイ以外の

林道に係るもの

指導監密費の

45九00以内



ただし、北海道、 ただし、北海道、

離島、奄美群島及 離島、奄美群島及

び沖縄県を除く地 び沖縄県を除く地

成の過疎地域の市 域の過疎地域の市

町村及び振興山村 町村及び復興山村

の地域、北海道、 の地域‘北海道、

離島及び奄美群島 離島及び奄美群島

並びに都道府県及 並びに都道府県及

び市町村が行う北 び市町村が行う北

海道、離島及び奄 海道、離島及び奄

美群島の過疎地域 実群島の過疎地域

の市町村及び援輿 の市町村及び娠輿

山村の地域につい 山村の地域につい

ては指導監督費の ては指導監督賛の

50/100以内、森林 50八00以内、蘇林

組合等が行う北海 組合等が行う北海

道陣島及び奄美群 道陣島及び奄美群

島については指導 島については指導

監督費の55/100以 監督費の55/100以

内、盤道府県及び 内、沖縄県につい

市町村が行う奄美 ては指組事監督費の

盤畠の過疎基幹林 80八00以内

道については指導

－監査費の65/100以

自＝霊林m合笠が

行う奄蓋群島の）~

謹基盤林道につい

ては指導監督堂の

10L100呂内当沖縄

県については指導

監督費の80/100以

内

(2）～（4) ［路］ (2）～（4) ［略］

(6) 〔略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ (6) ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 〔略］

<12} C12) 

［略 ［略

“ 
、



~ 守

(13) 〔略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ (IJ) ［時］ ［略］ ［略］ ［路］ ［略1

災 V! 

事 害

対 都道府県が行う ［略］ 盛山並tt地盤整幽玄 対 都道府県が行う ［略］ 盛山抑tt盤強襲館窓

－策 焼山漁村地域整備 付金交付要担｛宝庫22 F賢 民山漁村地域整備 付金主施室綱丞び地盤

等 交付金実施要綱 年 4月 1日付け21車綬 等 交付金実施要綱 自主魁睦交付金受付襲

緊 （平成22年4月 1 筆2567号車林水産事務 緊 （平成22年4月1 担（島益水直道）に規

急 日付1-t21幾振第 ~宜｛衣金通知）に規定 忽 日付け21農掻第 定する左の経費の補助

司停 2453号農林水産事 する左の経費の補助串 耳停 2453.Jき農林水産事 ードに摺ずる

集 務次官通知）室主 に洛ずる 業 務次官通知｝盟藍

の 1の｛22の包の 1の1のイの韮茎

イの（イ）の事業に 及び地筆自主戦監

要する経費 套付金主付要綱

｛農林水産省）｛平

成23年4月 1日付

け22農援第2185号

島林生産事謹産官

通知）別委1の1

の ~2~ のイの事業

に要する経費

［略］ ［略］ ［略7 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

II~ ） ［同，，る．〕 ［削る．］ ［削る．］ ［削る．］ ［商tJる．］ (14) 事業の欄の（2)山地治山事 事業の繍の（2）の同の 事業の欄の 事業の欄の

~t ゴじ の経費のうち復旧 業 補助串に~-rる (2）の重要な変 (2）の重要な変

t忽 海 治山事業の経費 更繍の経費の 更欄の事業内

道 道 県山漁村地域整備交 配分の変更に 容の変更に単

特 ． 
特 都道府県が行う 付金実施要綱（平成22 治ずる ずる

定 定 炭山漁村地域整備 年 4月 1日付け21.IA振

地 地 交付金実施要綱 第2453~ま農林水産事務

域 域 （平成22年4月 1 次官通知）に規定する

連 速 日付け21農振第 左の経費の補助1$に準

携 携 2453号農林水産事 ずる

事 事 務次官通知）別紙

3提 業 1の1のイの事業

に要する経費



［略J ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 〔略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(15) ［略〕 ［略］ ［略］ ［略］ ［時］ ［略］ ｛』5) ［略］ 〔略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［絡］

(It) (16) 

［略 ［略

［削 ［削る。］ ［自ljる．］ ［自ljる。］ ［削る．］ ［削る。］ ［削る。］ i!1l. 盤道!lll!MSr蔓 室のこ盟主 主塑 室盤 徳行箇堕ご 施行筒麗又

る 主 韮細目J掴に担げ t自産体制緊 との事韮萱の は事準主佳の

の 盃蔓護室立2のに 盤茎謹蔓盤 30哲を超える 変更

」、， 璽する鍾堂盈び都 盟盤

墨 道歴県が f事業細

主 目lj置に撞げる事

重 準を笠 2 重に~

産 し、『聾道座県の

体 壇助Z駆J撞に盤げ

盟 る患を主らない週

塁 助事により捕監を

~ 立2盤企におは盃

茎 当核週堕に霊主盃

援 墨重

司事

業

主!l. ［略］ ［略］ ［絡］ ［略］ ［略］ ［略］ !ill ［略］ ［略〕 ［略］ ［略］ ｛略］ ［略］

放 放

射 射

性 性

物 物

質 賀

対 ．対

処 処

型 型

桝『．， 森

‘ら ‘ゐ



r r 
ヰ本 林

林 林

業 業

復 復

興 奥

対 対

策 策

実 実

証 1正

』事 事

業 業

fill. 都道府県がf事 山地並山総 工事堂｛営鐘堂及び工 続行街宣ご 範行筒所の

防 業細目J織に掲げ 合対策事業 事雑費を除く 2 g主こ との本工事堂 産主

1& る事業を行2のに の事業細目において間 笠の30%{30 

対 要する経費 じJ の112 %に相当する

重 ただし 2 査差盤島に 盟が150万ElJ込

f皇 おいて塞施主盃重重に 下であるとき

準 あっては工事警の6/10. は150万円）を

塗 沖縄県において実施す 超える楢塑

山 る事業にあっては工事

事 童虫記盟

塞

別表1の（注） ［略］ 別表1の（注） ［略J



改正後

別表2 （第5関係｝

経 費 対象事業 算 定 方 法

l 森林法施行令第15I地域森林計画編成事業 I 0）都道府県森林GI Sデータ整備推進事業費

条第1号に規定する｜ ！ ア・イ ［略］

経費 ・ ｜ ！ ウモエタリング調査

2 森林法施行令第151保安林整備管理事業

条第2号に規定する

経費

調査実施点数に99.000阿を乗じた額を基継とし、当該

都道府県の区域の広さ絡を換算して調整した額

(2) ［略］

(1）指定・解除

ア指定

［略］

(7) 指定に係る調査箇所数×笠」旦円

｛イ）’［略］

イ解除

［略］

(7) 解除に係る開査箇所数×ι謹2円
｛イ）［略］

（り） 施行状況・完了磁器に係る調査筒所数×迫」.£円

(2）指定施業要件変更費

［略］

ア指定施策要件変更

(1) 現地調査箇所数×呂」盟円

（イ）［時］

イ 保安林の複緬林等導入対策

(7) 現地問査面積×L旦旦円

（イ）［略］

ウ〔時］

3 森林法施行令第151保安林E整備管理事業 ｜ ［略〕

条第 3-iきに規定する｜ I ［略］

‘ら

別表2 （第5関係）

経 費

1 森林法施行令第15

条第 l号に規定する

経費

2 森林法絡行令第15

条第 2号に規定する

経費

. 

3 森林法施行令第15

条第 3号に規定する

現 行

対 象 事 業 算定方法

地域森林計画編成事業 (1）都道府県森林GI Sデータ盤備推進事業費

ア・イ ［略］

(2) ［略］

保安林整備管理事業 (1）指定・解除

ア指定

〔略〕

(7) 指定に係る調査筒所数×担A笠岡

（イ｝ ［略］

イ解除

［略］

(1) 解除に係る調査箇所数×主語i円

（イ） ［略］

（~） 随行状況・完了確認に係る開査箇所数×込斗fil.阿

(2）指定施策要件変更費

［略］

ア指定施業要件変更

(1) 現地開査箇所数×怨」！！！！円

（イ） ［略］

イ 保安林の複層林等噂入対策

(7) 現地調査面積×L旦立円．

（イ） ［略］

ウ［略］

保安林盤備管理事業 ［略］

［略］

‘ー



r ,. 
経線 ア禁伐 経緯 ア禁伐

補償対象面積×20.653円 補償対象面積×並斗空円

イ択伐 イ択伐

補償対象面積×主立宣円 補償対象面積×旦~円

4～5 ［路］． ［略］ ［略］ 4～5 ［略］ ［時］ 〔略］

別表3 ［略］ 別表3 ［略］



表照対！日新

行現後正改

別表4別表4

特用林産施設体制整備事業

事業種目

特用
設の体制整
備

呼称単位

A I B 

［略JI [ :r: 

工種又は

施設区分③

［略］

工種文は
施設区分③

略］

ま
②
一

刻
分
一

E
区
一

団

設

官

ゴ
施

i

工種文は
施設区分①

略、

1 特用林産施設体制整備事業

事業種目
工種又は 工種又は 工種又は 工種又は 呼称単位

施設区分① 施設区分② 施設区分③ 施設区分④ A B 

特用林産制整施 ［略］ ［略〕 ［略］ ［略］ ［略］ l略］
設の体
｛椅

1 

首木安定供給推進事業

エ盤Xi主｜エ盤エi主｜ エ盤孟佳
施設区分①｜施設区分②｜ 姉股区分①

革主産撞l優良種苗生｜優良種首生｜ヰ地盤息
設の体制整｜産業砕整備｜産施設装置 I...一一一

億 ｜ ｜ ｜孟型亙瓜

宣車盗盆

コンテナ首生産施設

資材保管倉庫

機械保管倉庫

乏2辿

上之之之

抵盟旦1盆
盛盛旦盤

撞盤強

産笠ふ盤

士壌改良資材散布機

え~ 幽鎚

2 

玉彊エ旦
施設区分＠主選盤旦

盤

盤

一
一
一
ム
i

ム

且

盆

ム

且

ム

且

怠

送差益金

産屋盤盤

別記様式第1号（第3関係）～別紙（別記様式第i号（注） 3、第4号（注）2、第5号（注）

の添付書類関係）［略］

別記様式第1号（第3関係）～別紙（別記様式第1号（注）3、第4号（注）2、第5号（注）

の添付書類関係）［略〕

“ 
、



， ， 
新旧対照表

改 正 後 現 rr 

別記椋式（男lj紙書式甲の（注） 1、別紙書式乙、丙の（注）、 別記様式（別紙書式甲の（注） 1、別紙書式乙、丙の（注）、
別紙書式丁の（注） 1関係） 別紙書式丁の（注） 1関係）

1 森林病害虫等防除事業等

様式 I

平成 年度森林病寄虫等防除事業等の内容及び経費の配分総括表

（単位：円）

補要助す事る業経等費に
経 費 内・訳

事業費
区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 市町村負担金 その他負担金 備 考

(A)+ (B) + (C) + (D) (A)+(B) (A) (8) (C) (D) 

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計商編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

E杢型フ主レス芝一査盛玄擢杢謹

持続也盆盤経盤強辛盤合盆箪塞笛蔓塞

菌室宏富盤盆盤i信事選

緑の宣笠匙選準鐘盆｛立企韮選

室のこ笠~産量控準み目置fじ事選

d口~ E十



新旧対照表

改 正 後 現 行

1 森林病害虫等防除事業等

様式 I

平成 年度森林病害虫等防除事業等の内容及び経費の配分総括表

（単位：円）

補要助す事る業経等費に
経 費 内 訳

事業費
区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 市町村負担金 その他負担金 備 考

(A)+ (B) + (C) + (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日；杢型フまレス芝ー濫動・育成玄鐘蔓塞

iロb、 許

様式 Iの付 様式 Iの付

1 保安林整備管理事業～4 林業普及指導事業［略］ 1 保安林整備管理事業～4 林業普及指導事業［略］

弘 、



~ ， 
新旧対照表

改 正 後 現 干す

5 日本容lフォレスター育成支密事業

活動自容通参2日ム数通活動経費の配分社直 ｛単イ立：回｝

区盆 参主Ul、数 茎茎堂 国庫補助金 都道府皐負担金 市町社負担金 飽きを

①准ブまい
ス乏ー研修 号、都；首府県 ，．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

への参llD 主主主2道底思念

3:1:由E虻ム 旦 1！.；車!iii公団 f9_ 旦

（否〕涌i言研箆
－・・・・ー・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

皇室並 ろも犯：首府県 2主盤iUHfs企

主主tlii!iii ム 旦 主主車町it位 .E9. 旦 fl 

①集合研｛室
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．．．．．．．．．．．，．．．．． －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー－－－ー・・・・・・・ー・・・・・・・・・・．．．．．．

への参加 ろi:,都道府県 主主盤道鹿島住

ヨ宣車罰金t ム 旦 沼市町並仕 旦 旦 fl 
＠民国事業
体等に出自
して行2事 うち書官f首府県 うち都道府県分
業活動等 主主車町虹 ム 旦 i11iiiiii盆旦 fl fl 

＠研修課題
に係~取り うち都滋府県 弓ち都道府県分
鑑三と

込車!iii ム 旦 主主苗園出合 旦 旦 fl 

註 ぅ't,都市府県 弓九都道府県令 ＼ ＼ ＼  
主主主E並 ム fl "i£iii!i.試金 fl 旦 .E9. 

※備考欄には、活動内容や対象者ご左の対象経費や積算根拠を記載



正 f麦

5 日本型フォレスター活動・育成支媛事業

活動内容、参加人数、活動経費の百己分計画

区会 ｜ 参加人数 ｜ 主義堂

(1）日本郡フォレ
スター活動の試．
4二 lうち都道府県 ， 

主主主E誼 ー
ー(1)権フォレ

島よ｜ズダー研修 I•••••• ・H・－…・
日｜への参加 ｜日切史史・・・…・ ム
潮 l l主主主E註

フ｜｜⑦涌信研修
勺｜の号讃
レー

ス

：，~，書官；首府県 ． 

主主車!iii ~ 

行｜＠集合研修．
λ｜への参加 ｜三五議·~1長日正面・.......... ' 

割 l l主主車E註 － 
!Ir民間Z A 

：材体等に出向
溺して行う事 r~·ζ詰；；·逼；主．逗．．．山．．．．．．．．．．．．．．． ． 
一業活動等 巳主溢tt”．．．．．．．．．．．．．．．．．．

⑤研修課題

経る取り医盟主：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：ム

新旧対照表

国庫補助金

E院諮惣a . fl 

旦｜字予空理閉県全...・H・－－・山H・H・.....fl 
つ予、T有国I草'I"今.，.

E明智惣a . fl 

fl~~~ヂ－旦

旦~~~全” E

fl~~~分 E

註
うち都f首府県 I I 同 l今ち都i首府県伶 m 

..i.!2車E丘 ー｜ .L.....1.1ろち市町村伶 ιι 

※備考欄には、活動内容や対象者ごとの対象経費や積算根拠を記載

“ 

行

都道府県負担金｜市町村負担金

fl fl 

.E9. .E9. 

.E9. .E9. 

旦 fl 

fl fl 

旦 fl 

fl fl!~』

生



e’ ， 
新旧対照表

改 正 後 現 行

6 持続的森林経営確立総合対策実践事業

{ 12盤撞塞 ｛単位・巴｝

主筆堂
経堂白血

IDi 国産誼助金 主E道底思金担企 車町村急1a企
主血fll飽

鑑主{Al+m＋~＋ ml 
i位 血i fil 

控箇箇謹林経盆盛立盤、合盆盤芸睦蔓蓋

議韮産主主筆の基率的な11聾聴備・董亙墜盈活動蔓韮

謹盤経盆世函f主盛・盤整基盤itiこ自は立金盤整盤韮準

金赴

(2）森林所有者等の基本的な情報整備・普及啓発活動事業

ア盤括表 ｛単イ・rr.：田｝

主茎堂 経輩出血

区会 {A} +{B2 国庫補助金 都道府基金担金 車町並盆m金 全の｛也盆担金 飽き
+ {C) + {D2’ i位 島i 必i 血よ

森林所査者等の基本的な壇報鞍備・萱亙啓盈活動事塗

協議会の閤｛量笠

森林所宥孟笠の探塞

盆盆森林の簡易盟杏

主主村者等への働主かl:t,並習会の閤催

森林Elf_有主にきtす益煮白調査

森林GI S笠の整備

企註



新旧対照表

改 正 後 現 行

1. 白盟翠 ｛単位：目｝

重装堂
経堂白血

事業宅｛本名 園庫補助金 主E道底堅金担金 車在位負担傘 まの他負担企 盤主Ui!+U!l+{C2 +!D} 
i位 血L 怠i 血l

金量

込

‘ 



r ‘「
新！日対照表

改 正 f愛 現 行

空 蔓装置薗｛塞t壷誼盆｝

盆皇室盤の撞璽

誼盆盆盤亙~盆盆盛盤
屋辺の盆泊iじ笠の患をE
盆温

茎蓋塞盤遡問自lこ2三位
~茎準主住の活動壬室

｛単位：回｝

茎蓋主佳各 区盆 E基準自室 主蓋堂 盤主

協議会の盟鑑笠

義経置査主筆の盗丞

きI盆牽盤の簡易調査

五重E誼主筆への由主訟はs 甜盟会の囲盤

盆主主産主主iこ対する；官自翻糞

森林GI S等の整備

企註

｛件） 1 ・m Rリこ停成するこ，YA

2：盆盆盛盤の盗塁についエfi..丞挫の所査当盤車各温室涯撞盛a査翠量嚢盤鐘じの所査主数筆宣記込主盈こ主e

3 ：；裏芸自室~区盆~mこ泊基盤的主自室主包J主主2こム
4：：僅差遡にIL数量足立経堂の稿集笠主記J主主ることし温室蓋萱主一盈主主ることa 主主＝基準萱の合世とイ白血蓋の裏芸萱よー盈主せるこふ

（実績報告時には、数量及び経費等の内訳を記入すること同）



新旧対照表

改 正 後 現 行

I 

{32森林経営註画生成・施業集約必に自性た条盤整備事業

事業費自訳

事業主体 盛盤整
対象路線延長 茎裳堂 国庫補助金 都道府県負担金 市町投負担金

盤差i旦L {A2＋〔B2+ {C2 ム五L 島よ fil 
i巴よ J.f:D_ ffiよ 1E1l 

推進事務費

金註

‘ “ 



r r 
新旧対照表

改 正 後 現 行

7 苗木安定供給推進事業

平成 年度首木安定供給推進事業の内容及び経費の直己分

｛単位：目｝

箪堕蓋塞iと霊主
経 登 自 認

Fて 令 茎茎登 盃｛撞監査準に
国庫補助令 備 考

霊」た｝経堂 都道府県負担令 市町村負担金 その他負担金

{A2+{H2＋~＋｛ID 品註血L i位 血i ιi 並L

盟盤強閣の連盤強iじ ／／  ／／  ／／  

ミニ芝ュア盤彊園笠の整盤

苗主主産経蛍宏震iじさt盤

謹直隼産誼~の佳剖整箇

主



新旧対照表

改 正 後 現 f子

司区集計園｛婁績鍾告｝

ア国盤盤国のi喜盤強iじ

主茎主些 込土主 立孟凪L 主主自主 主主堂 盤主
U虫

喧守守・≪11n 

金E士 呈凶ο隻ll!!Qfi

a:.-1 E盆掴iこi主 f出盛会の運盆l「セ主主一笠の目盛lルE並主盃』主

2 主宰自主催匡盆出iこ基盤位~自室生記鐙主盃－ι
3偏重苦繍には終審の猪焼事’！？.入寸る：’k剖，議集車t.1::一室聖書ザ7.,こ』？

壬三エ圭ュア霊盤国笠の整備

整盤ID!1i

主主主生 盆畠品盤Z&U出彊 主筆自主E E主堂 盤主

益2重血盛盟lil1 造雄二盗阜 品盃盤111 盤彊ill!Uz主主盤
i主i 佳日

’ 

企註 目盛2量E担金公位l!:I!EllH
室温~~Q.!IQll

l1.; l 2':.ta品理i孟「韮盤Lt
Z 盤盟i盟）I!!~盟盟益 r3.-t:.;1.z量盟国 l 『盤盟国！ Xi孟『盛盤園 lま：E並主畳二と
3事案内窓は明書Ill!・1也格支き撃の具体前tt内軍事.t-：，己般するこ.1::.

、
‘ら



~ e’ 
新旧対照表

己支 正 後 現 行

－ウ首木崎~お営安定イk対箭

豊進主盤 広盆 主主自主 主草堂 国主 盟主

但j 但j

企位

tt'.: 1 区外相にほ『出ll~m•割審 l • rmi1青銅’I:¥:(])I. 『出荷官狙’~~Iを飽給するこι なお‘出荷翻都めは国血鋪助拷tl/2＿出荷舗幣めは図庫補助~114~する

2.襲内容に,Ji!llσ）~楓看守位入するこ~｝－＿し‘..密些ー笠きぜると人州布個体については樹楠及ucr殺害骨綜封筒吉町氷 L f＆世墜に侮れか議木I.『病血歓耳障智正常件怖の笛木市Iの本型企1.t?.'1するとト

a ＊メェューの対象積木について1－±.首水笠宮偽鈴継姐！！•ll:M催事側f寧1£25~5月 16 日付付25紘穆E存続88骨A相手丹•G宮浦知｝による

エ備前止ド湾緒設の体制警備

際組 I~ I腿 凪 …仏
盟主佳｜工緒盟副｜幽｜盤｜盤｜盟｜鐙｜盟団組

全世

重釜盟主 亙草壁

『悶】

間切・植勘骨申仲官T<R肉伺

豆lllQ呈QB.♀且

t~ ： l Ti喧~l:U布将区分割は刷費4にl；：めろγ組立は臨W区伶ど＞－1.:211.，脅す九ア井弁L.r•1it«-1 及｛~I司修司聖書Plの棚はて稽支は箪殴区；伶ご剖こ箆盤し．『：*S.Wcの繍は容器量キt事＂.：＇＞－にid、~l-1 争Zi'.＇富寸ろ：－＞－

広塁益広γ訓”

盟主

空構造．銀総叉f:1銀総細は~＂＇の量Eペ床面ra電車につb、で:2.盆寸；；：－ }-_ ＇£~－ ~l.1'-<11こ lF"めろ主稲立は施殴区分のうち呼株単位が『式』支は『ー！で費示きれでレ活章、のについては－ l件f単品目】ごをにf事準優t反ぴf本i!a~1の

摘に飽鍛するか内JR袋秒給付寸ろ土台

3 I種は．事a主体ご止に12般すること

4 .1修費内容は．事業の目的J'.r'a目的事’~店主寸るための貝体的沿内空軍~%2.·註するこ｝－＿

5 偏重号制には．消，m仲ス符除1白書耐imi:..カ唯脇合tま値観十る欄｛内総｝苦m.11置しあわせて消轡~(f·入仲除縦書Ifill~十耳障害・滋付すろ土》



新旧対照表

改 正 後 現 行

8 緑の青年就業準備給付金事業

{IL鈴i立金事業 ｛単位：目｝

事業費
経費内認

重旦 盆量 国庫補助金 都道府県負担金 鑑主{A} +{Bl 
込L 島よ

給仕対象者 ム

企註 ム

{22推進事業 ｛単位：巴｝

事業費
経費内訟

茎望 自室 国庫補助金 都道府思負担令{A2+ {B2 
込L ifil_ 

①事業実施iこ鐙、Q事務

＠事業の普及活動

③鎗付対象者への指導活動

＠その他

金量

‘ 
、



r ,. 
新旧対照表

改 正 後 現 行

9 童笠こ筆隼産重量型2」回温i包蔓塞

立旦主

主皇霊 且撞盟一盟座
準b.径萱｛目ζrrll

今回導入量 車宜道盟底企思 主皇2盤ill!. 
盈盤昼盛 塞臨車町村 室盤主佳 査室白星E 盤~歯車 1 量密益法Z 盤圭

i王Ell. .fffil 昆主 呈皐 韮主 呈星
蓋題

」nlL i王fSl i王旦i

さのこ笠主産主
自経堂基盤の強
iじと生産鑑位虫
推進

~；.~ l ・盤担盤強宜自髭聾iιよろ価盤包高雄主：量生主~車i!t主い主
※ 2：審議案倫年度における進入路脅かいう



新旧対照表

改 正 f愛 現 行

棟式 E

平成 年度森林病害虫等防除事業等収支予算 書

( 1) 川文 A （単イ立：円〉

予 算 額

区 づケ 国庫補助金等 都道府県負担金 普十 備 考

(A) (B) (A)+ (B) = (C) 
保安林盤側 管 理 事 業

森林病害虫等防除事業

森林資源 地方 公共 団体 管理 事業

負担域森林曾十面編成事業

討す回了本寸謡長オ本克斤季r毛利宵拳夜型封筒噂E；業

林業普及指導事業

目京都一フまレス乏ー育成主擢事業

持続的盛盤 絡 蛍 強 辛 総 合 起 債 塞 瞳 蔓 着陸

常木容~i韮飴推進事業

続の膏年就業纏イ澗給位令室ヨ藍

主のこ噂空産資材導入目滑似事業

合 普十

( 2） 支 出

予算 額

区 づt 国庫補助金等 都道府県負担金 言十 t胸 考

(A) (B) (A) + (B) = (C) 
保安林整備管理事業

宇旨元主・舟事関宅

指定施策要件変更

保安林損失補償事業

森 林 病 害虫等防除事業

森林資源 地 方 公 共 団 体 管 理 事 業

対包埼定采長ネ求書十liU*1膏尺j<:弓ま芳を

市町村森林所有者情報整備事業

林 業普及指導事業

日杢型フま レ ス 玄 ー 宜 盛 玄 鍾 杢 準

持組曲盛挫経掌亙車2総企盆盤塞臨差益

国木安建f詮給推進事業

緑の青年就業主箆備給位命事業

主 の ー 等生産資材導入目滑他蔓業

合 言十．

、 色



‘「
， 

新旧対照表

改 正 後 現 ’付

様式E

平成 年度森林病害虫等防除事業等収支予算書

( 1） 収 入 （単位：円）

予算額

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 計 備考

(A) (B) (A)+ (B) == (C) 

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日本理フォレスター活動・育成支揮事業

A口、 計

(2）支出

予算額

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 言十 備 考

(A) (B) (A)+ (B) = (C) 

保安林整備管理事業

指定・解除

指定施業要件変更

保安林損失補償事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日本型フ主レス乏ー活動・育成支援事業

,I.ロ~ 計



新旧対照表

改 正 二後 現 行

様式E
平成 年度森林病害虫等防除事業等遂行状況報告書

平成 年 12月 31日現在

言十 函 遂行状況
概算払い

国庫補 事業完 支出済額
区 分 事業費

助金等
事業着手

了予定
進捗率 受領済額 備考

円 円 年月日 年月日 % 円 円

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業 ／ ／ ／  ／／  

日本型フまレスター育成支援事業

持続的森林経営確立総合対策実践事業

苗木安定f共治推進事業

絃の青年就業準イ瞳給仕金事業

主のこ等生産資材導入目滑俗事業

l口s.. 計

※進捗率は、区分ごとの各－事業の進捗率を記入すること。

※支出済額は都道府県の支出済額を記入すること。

色 、



r ， 
新旧対照表

改 正 後 現 行

様式E
平成 年度森林病害虫等防除事業等遂行状況報告書

平成 年 12月 31日現在

計 画 遂行状況
概算払い

区 分 事業費
国庫補

事業着手
事業完

進捗率
支出済額

受領済額 備考
助金等 了予定

円 円 年月日 年月日 % 円 円

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業 ／／  ／／  

日本型フまレス乏ー活動・育成支援事業

メ口h、 計

※進捗率は、区分ごとの各事業の進捗率を記入すること。

※支出済額は都道府県の支出済額を記入すること。



新旧対照表

改 正 後 現 行

機式N

平成 年度森林病害虫等防除事業等成績表

（単位：円）

補要助し事た業経等費に

経 費 内 訳

区 分
事業費

助国庫金補等 都道府県負担金 負市担町村金 備考

(A)+ (B) + (C) + (D) (A)+(B) (A) (B) (C) 

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

目本型フ2i:レス乏ー育成支擢事業

持続的森林絡営確立総合対策実践事業

苗木安定｛生給推進事業

綾の青年魅業準備給仕金事業

主のこ等生高室材通産ム巴滑iじ事業

,L.口~ 言十

（注）様式IVの付は様式 Iに同じ。
また、様式IVの付には各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。

色 、



r ， 
新旧対照表

改 正 ？発 現 行

様式W
平成 年度森林病害虫等防除事業等成績表

（単位：円）

補助事業等に
経 費 内 訳

事業費 国庫補 市町村
区 分 要した経費

助金等
都道府県負担金

負担金
備考

(A)+ (B) + (C) + (D) (A) +(B) (A) (B) (C) 

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日本~フ~レス乏ー活動・育成玄援事業

メロー、 計

（注）様式Wの付は様式 Iに同事じ。業
また、様式Wの付には各 費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。



新旧対照表

改 正 後 現 行

様式V

平成 年度森林病害虫等防除事業等収支精算書

( 1）収入 （単位：円）

予算額
清算額 差増A減額引

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 計 備考

(A) (B) (A)+ (B) = (C) (D) (D）一（C)

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資楓地方公共団体管理事業

地境森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日杢歪Jフ2f:レス定一宜盛玄謹蔓謹

持続的塞盤経輩盤投飽合盆盤塞盛蔓蓋

百室宏定盤飴盤進蔓裳

誌の萱隼匙準型盤鈴位金基準

主のこ筆生産査盆謹込田温佑茎蓋

合 計

(2）支出 （単位：円）

予算額
精算額 差増A減額引

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 官十 備考

(A) (B) (A)+ (B) = (C) (D) {D）ー（C)

保安林整備管理事業

指定・解除

指定施業要件変更

保安林損失補償事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日杢型フ主レス定一宜hi玄握茎韮

控錘位牽盤経堂盛辛訟合盆盤塞陸蔓韮

苗zts宏震盤歯雄進蔓裳

盤の宜主魁準型倒盆i立金蔓基

童のこ筆生直査主主謹込田温i~蔓韮
合 計

、 、



守 ， 
新旧対照表

改 正 後 現 行

様式V

平成 年度森林病害虫等防除事業等収支精算書

( 1）収入 （単位：円）

予算額
精算額 増差A減額引

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 計 備考

(A) (B) (A)+ (B) = (C) (D) (D）一（C)

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

日本型フまレス芝ー活動・盲盛玄擁蔓裳

ムロ 計

(2）支 出 （単位：円）

予算額
精算額 差i曽ム減額引

区 分 国庫補助金等 都道府県負担金 言1・ 備考

(A) (B) (A)+ (B) = (C) (D) (D）ー（C)

保安林整備管理事業

指定・解除

指定施業要件変更

保安林損失補償事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林酔画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

自主型フ生レス芝ー活動・育成玄擢事選

jロ6, 計



新旧対照表

改 正 後 現 千丁

(3）国庫補助金等精算書 （単位：円）

区 分
国等庫交補付額助決金定 精算総事額業費 国庫補助率 補精助算金国等庫額

既補受助金領等国庫総
差助領金引（返国等還庫未）補額受 備（不用額考） 

額

(A) (B) (C) (D) (C）ー（D) (A）ー（C)

保安林整備管理事業＠

森林病害虫等防除事業 ＠ 

森林資 源 地 方 公 共 団 体 管 理 事 業 金

地域森林計画編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及 指導 事業 ＠

日本型フまレス乏ー育盛玄緩蔓業信〉

持続的森林経営確立総合対策実践事業 ＠ 

苗率宏定供給推進蔓業 ⑦ 

言土 {R+C守）＝R）

緑の脊年就業準備給仕令事業 ＠ 

主のこ筈空産奮材準入巴滑似事業 ⑩ 

害十 ｛＠〕＋<10) = (fl) 2 

合計（①＋②＋③＋④＋⑤＋③＋⑪）

‘~＇ 
、



‘「 ‘「新 旧対 照表

改 正 千長 現 行

(3）国庫補助金等精算書 （単位：円）

国庫補助金
精算事業費 精算国庫 補既助受領国庫 差引国庫補

備 考

区 分
等交付決定

総額
国庫補助率

補助金等額
金等総 助金等未受

（不用額）
額 額 領（返還）額

(A) (B) (C) (D) (C）ー（D) (A）ー（C)

保安林整備管理事業

森林病害虫等防除事業

森林資源地方公共団体管理事業

地域森林計函編成事業

市町村森林所有者情報整備事業

林業普及指導事業

E本型フ~レス乏ー活動・育成支援事業

ふ口、 計

2 治山事業～14特用林産施設体制整備事業 ［略］ 2 治山事業～14特用林産施設体制整備事業 ［略］



新旧対照表

改 正 千愛 現 1T 

［削る。］

1 5 きのこ原木増産体制緊急支媛事業

盤蓋よ
平成 年隆 容のこ原木僧産体制緊魚支権事業の肉容及び経費のna分

1 鎗括表 ｛単位：壬回｝

区 分 事 業 普
蔓 業 萱 自 訳

盤--3
国庫補盟企 盛〔都道府｝負担金 基行主体急塑金

{A}+{B}+{C2 iAl ..lfil_ i♀よ

主のこ原木摺車体重11竪急玄栂基準

2 主のこ厘主盟車佳創盤塾玄盤蔓蓋｛翠挫佳書道整盤1

醤 萱 自 ~ 
J;,_坦

盛量全 箆丘撞毘 鑑立主盤 鍾車旦道 延一丘 止血 主筆萱 国塵呈撞且
盤一一室

区盆 （郡南町村｝ 国庫補助金 都道府県負担金 続行主体負担金 阜こ盃

1!!. m fl 旦 ~ fl fl fl 

監 ｛箇畠盤 笛組｝
I t=FJ 1 ·~績に宣伝守幸依が 2 以トふる場合は nm・ ご~に ~4干して配置E寸・るこ r_"

、 、



r ， 
新旧対照表

改 正 後 現 行

［削るc ] 3 主のこ雇主型車佳創竪企．玄握基準｛主のこ塵asの造盆笠畠萱｝

韮豊重白E
~ 事業量 且ー鑑 事量箪普

国車盟国企 盛（謹li首底｝畠担金 鑑fl主佳盆担金
盟主

皿旦 旦 fl 目 旦 El 

きのこl京木の治材籍に事する師事F



新旧対照表

改 正 後 現 f子

［削る。］ 様式E

平成 年度きのこ原木増産休告fJ緊急支援事業収支予算書

{12 収~ ｛単位：目｝

予算額

区 ノTJ 困庫補助令
都道府県

量 他 企負担金

i五L 血L (A}+ (B2 = (C2 

さのこ原木単産体制緊急支援事業

(22玄出 〔単位：白｝

区 金 予算額 備 考

主のこ原木増産体制竪急玄援事業

， 

“ 
、



r ， 
新旧対照表

改 正 後 現 ？？ 

〔削る。］
盤孟旦

平成 主産量包ζ直率揖庫住劉握畠玄揖蔓塞道宜盆i&盤貨車

主盛 笠lZ!lii l目翠盗

佐一一亙 遂丘盆温

Eξ 4子 主 単 車 凶雌補助金 重隼量且盤旦呈 韮韮主主圭孟 進盤宣隼且且
五品造血 霊抵鼠基弘箪主盟~ 

血ー主

J.Ell J.fil i込i i且i 1fil 

童のこ座主型車住回堅企玄盤韮塞

盛玄豆

呈盛 空産 主包こ厘as~量産佳創竪皐玄t軍基準盛緒害

1 総括表

2 童のこ原~増産盤卸堅金、玄盤事選｛森林｛主選i首整備｝
3 きのこ歴丞型産佐劉竪急玄握裏芸｛主のこ雇主の造材笠経萱｝
J;＿！ヒiま 盛~ I 主主益支払固！.：：＂主主s 盛~IVlこは金事選萱の盤拠とな盃玄益経堂ζとの自E主起草」主盗誼XI基盤勉傘麹葺の茎」の
いずιか玄添位主ることa

鑑室掴へ間接撞助金盃位宕工年且自主記」主主盃こと日



新旧対照表

改 正 後 現 f子

［削る。］ 盤主主

平成 年度きのこ原木増産休告IJ緊急支援事業収支精算書

{ll 収~ ｛単位：回｝

予筆額
精算額 差企盛出盟箆 低一主

都道府盛
区 分 間庫補助金

金翠金
註

込L 血i {A2 + {B2= {C) fil 血と怠L

主のこ原木撞産体制堅金、支揮事業

{22玄出 ｛単位：回｝

区 分
予算額 精 箪 額 差ム滋型主題盤 備 考

i位 血i 血と込i

主のこ恩杢増産体制竪急支援事塗

{3｝盛盈金遺筆藍 ｛単位：回｝

国塵撞勘企 精算事業費総額 雄監呈 盛通盈皇企国星盤
底菅盟国臣 蓋引国軍強助金

区 分 宮t立法草題 描助金盤誼 圭雪鍾｛返還］題 位一重
品i

(A) (B) (C) I (B) (C) (D) (C）ー(D)

主のζ座主型産佳担rg~玄盤基準

ユ豆放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 ユ豆放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業

［略］ ［略］

、 、



， ， 
新 旧 対 照 表

改 正 後 現 行

1 6 防災対策推進治山事業

盤呈上
平成 年度 防策対策推進治山事業の肉容及び経費の盟公

エ 蔓 萱（A}

蔓塞超国 五孟圭 盛一盛
!l&.C.企盟組 2豊監韮主錨 鍾且呈 国車撞盟企 箪亙盆」且L 品と血L

主主 益基萱
匙

山埠治山盤合宜箪蔓塞 El El 旦／／／ ／／／  rJ. 

臨皐韮造成主筆 ／／／  

監fil主主造盛蔓塞 ／／／  ／／／  

｛注） I.後式lのf寸『範行箇所}ll］本工重3警官穆の配分1l1を源付寸ること．

2 f本士事轡電事I舗には ~準紹ロ＿，~の俗式 I のf寸の袋の到lo:I•普臓の併の<it将司rllC健寸・るニシ



新旧対照表

改 正 後 現 行

謹孟 Imi立
施行箇fl[~~本工事費等配公表

〔事業細目00002

重量 施笠筒所 面E童 率堂玉一主笠 且蓋盆」2藍!l L且ニ且室 工種概要 盤盆

ha fl 

註

｛注21 事業細目ごとに.8'1葉とし当 「番号 l 欄の番号f~ 事業組富ごよ iこ一連番号よす~l'.l

2 「面積l欄iこは当施行面積室記戯士益ことa

3 「本工事者等！欄に件当施盆笛斑ごよの本工事者泊 f立帯工事費s 捌量及び試験普通恩地普及び補償費の合註額室記載す~こと。

4 「直営輯負Blll 欄には＝業者諸急＝森林組合諮会等の種類宣明記す~ことロ

5 「工事概要l欄には、当該航行箇所の主な工種及びぞの数量や記載するこど内

“ 
、



， ， 
新旧対照表

改 正 後 現 行

様式E

平成 年度 随災対策推進治山事業収玄宝算書

( 1) !IX 入

〔単｛立：回｝

予 算 額

県｛都道府｝ 鑑 考
国庫補助金 註

負担金

益基旦

{22支出 ｛単位：回｝

区 分 予 算 額 算出 基礎 位一主

杢 工 主 堂 fl 

位 輩 工 蔓 登

本工事費等 迦量 Jl!..1J5.益盤堂

星組萱孟笠通盤堂

2土

強 主産 盤 基 堂

it 



新旧対照表

改 正 後 現行

盗塁旦 箆韮豆

呈盛 年度防111対策推進治山事業第0・四半期進行状況報告書

L _ J j  I 抽 F

防111対策推進治山事業成績書

重韮蓋主
主且」え

却益盤｜蓋差益
且」L昌一a

盤主主
平成年度防~対策推進治山事業収支精算書

（単位：円）

国庫補助金
県（都道府）
負担 金

精算額
蕎引

増ム減額 i乱J笠

主 筆 盤

註

、 ~－－ 



， ， 
新旧対照表

改 正 後 現 行

〔2｝享出 ｛単位：目｝

区 分 予算額 精算額 差 号l 糟算頼内訳 a3: 埠ム滋箆

杢 工 茎 笠

位 査 工 主 堂

本工事費等 組量 2主Q 誌監堂

思温登足立鑑賞畳

註

盤 盤 蓋 基 堂

註

{3} 国庫補助金精算

｛単位：目｝

国庫補助金 精算事業費
盤盈豊

精箪国庫 既霊領圏直 差ヨ｜匡！庫補助金
うま位決定額 総 額 描助金鍾 補助金総額 来堂領｛返還｝錯



¥ !,.:¥ ）＂！~ i 
I主ピが勺；
＼．：：守－~f l 
、、~：よ

24林政政第 73 7号

平成 25年 4月 1日

殿宮崎県知事

林業関係事業補助金等交付要綱の一部改正について

林業関係事業補助金等交付要綱（昭和47年 8月 11日付け 47林野政

第 640号農林事務次官依命通知）の一部が別紙新旧対照表のとおり改正

されたので＼御了知の上、今後とも諸事業の円滑かっ的確な実施に御配慮、

をお願いする。

また、本要綱の適用については平成 25年度暫定予算からとなるので、

念のため申し添える。

以上、命により通知する。

‘v 

、w

一一一一一乏⑧



別添

所属名： 自然環境課

担当者： 鈴木 内線番号： 2877 

備品購入予定表（車両以外のもの）

発注課 担当者 ロロロ 名 数量 規格 予算額 要求予定日 希望納期 持ち込み日 備 考

※備品の購入は、備品購入計画書に基づき行われます。備品購入計画書が未提出の場合、速やかに提出してください。

備品購入予定表（車両）

発注課 担当者 ロロロ 名 数量 規格 予算額 要求予定日 希望納期 持ち込み日 備 考

自然環境課 鈴木 小型乗用自動車 1500cc ( 4WD) 1,750 5月27日 7月27日
東臼杵
農林振興局

※「車両仕様条件書」等を添付してください。

、
‘ 



別紙
rl ‘「

林業関係事業補助金等交付要綱（昭和47年 8月 11日付け47林野政第640号農林事務次官依命通知）の一部改正新旧対照表

改 正 後 現 行

第l～第10 ［略］ 第l～第10 ［略〕

第11 ［略］ 第11 ［略］

事 業 区 分 期 日 事 業 区 分 期 日
， 

森林病害虫等防除事業等、森林における除染等実証事業、特用林産施設体制整盤主選、きのこ 1 2月31日 森林病害虫等防除幕業等、森林における除染等実証事業、特用林産施股等体制整備事業、きのこ 1 2月31日

原木増産体制緊急支援事業及び放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 原木増産体制緊急支援事業及び放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業

森林国営保険 1月31日 森林国営保険 1月31日

第12 盤道庫県は＝遡監事業を皐工したと主は，塑1111筆 6 全霊 1 彊の翠定に基づ主＝宝の日か長~ 1生月を経過した 第12 !Hl箆6全霊1彊に湿室主る塞盤整宣書の謹式はl giJE謹式筆4萱のとおりとし＝正副2部を農林水産大臣に提

日文は翌年度の4月10日のい主れか皇い日｛墾道府墨に対し撞型金の全箆が前金tム茎は盤基盤により室付された 出しなければならない．

盛合は翌年度の6月IO日｝までにョ grJE盤式盤4号による実盆報告宣正副2部を農林水産大臣に提出しなければ

ならない． 2 ［略］

2 ［略］ 3 第3第2項ただし書きにより交付の申”をした都道府県は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税

3 第3第2項ただし書きにより交付の申”をした都道府県は、第1項の実績報告書を提出した後において、筆立 及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項

第2項ただし書きに該当した各事業主体が消費税及び地方消費税の申告により当肱補助金に係る仕入れに係る消 の規定により減額した量全与旦、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに農林水産大臣に報告すると

費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減 ともに、農林水産大臣の返還命令を受けてこれを返還．しなければならない．

じた額を上回る部分の金額）を別記様式第5号による消費税等相当額報告書を速やかに農林水産大臣に報告する

とともに、農林水産大臣の返還命令を受けてこれを返還しなければならない．

また2 当該捕監金に係る注入れに盛る静堂謹笠相当塑が明らかにならない重合茎はない場合であっても、その

盆混笠について温室13筆 1望の盛産の在った自の翠宣車6月30日までにョ国盤式によ E盤整率産主巨に墾告しな

ければならない。

［削る．］ 4 前項による報告は、 g1j記様式第5号により第1項の実績報告書を提出した年度の7月1日までに行うものとする．

ただし＝当盤撞型金に盛る謹重税盆み謹監盤盤か盛産してい主い盛合には翠空庄の1B1§圭でに謹宜主盈bのと

主主L

第13～第17 ［略］ 第13～第17 ［略］



改 正 後 現 行

ー．

別表 1 （第2関係） 別表1 （第2関係

事 重要な変更 事 重要な変更

業 経費 事業細目 国の補助率 都道府県の捕助率 経費の配分の 事業内容の変 業 経費 事業細目 国の補助皐 都道府県の補助事 経費配分の変 事業内容の変

変更 吏
司． 吏 吏

(I) ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ (I) ［路］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(16) (15) 

[I&] [I&) 

(16) 1・2 〔略］ 鐙用益産施 1 事業費の1/2以内 1 事業費の1/2 ［略］ ［略］ (16) 1・2 ［略］ 笠E益重盛 1 事業費の1/2以内 1 事業費の1/2 ［略］ ［略］

笠 量生割整盤 笠 股等体制整 ただしョ生産量材 ただし、生産室材

旦 重差 ・2 附帯事務費の1/2以 2 附帯事務費の1/2 用 盤重差 の準入量｛盤射盤物 の準入堂（盤射性物

埜 内 益 震痘控盆盤｝につい x.m.盈きま霊］につい

車 産 ては＝これまでの生 ては＝これまでの生

施 箆 産室控塗b堂ときEた 産重量筆入堂と新た

立 盆 な生産量材準入室の な生産重量導入堂の

隼 笠 謹題のl~~内 差額の1/2

魁 生

整 担 2 附帯事務費の1/2以 2 ．附帯事務費の1/2
， 

盤 藍 内

杢 盤

差 ・・、． 
事

茎

(17) ［略］ ［時］ ［略］ ［略］ ［時］ ［時］ (17) ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

(18) (18) 

C•&l ［賂］

別表1の（注） 別表1の（注）

別表2._81J表3 ［略］ 別表2・別表3 ［略］

色 色



， ， 

行現後正改

呼称単位

T寸13
［略〕 I［略］

d
一d
S
S
2
m
T
a
m二
一
主
主
主
主
主
主

鑑亙
鑑m

盤
盤

工種又は
施設区分＠

［略］

工種又は
施設区分③

［略］

特用林産施設等体制轄備事業

工種又は｜工種又は
施設区分①｜施設区分②

［略J I ［略］

優良種首牛
産施設装置

1胃EDt'.-1・臥目ヨ

産用機械

侮良種宙空
産某棺整備

02種苗生産
施設の体制

整盤

別表4

事業種目

ぱ存荒稼産
施設の体制
整備

1 特用林産施設体制整備事業

事業種目
工種又は 工種又は 工種又は 工種又は 呼称単位

施設区分① 施設区分② 施設区分③ 施設区分④ A B 
特用林産施 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

設の体制整
備

［削る。］ ［削る。］ －［削る。］ ［削る。］ ［削る。］ ［首ljる。］ ［削る．］

別表4

1 



改 正 後 現 イ’7ー

別記様式第1号（第3関係）～別記様式第4号（第12関係） ［略］ 別記様式第1号（第3関係）～別記様式第4号（第12関係） ［略］・
．． 

別記様式第51す（第12関係） 別記様式第5号（第12関係）

平成 年度仕入れに係る消費税等相当額報告書 平成 年度仕入れに係る消費税等相当額報告書

［略］ ［路］

記 記

1～3 ［略］ 1～3 ［略］

4 補助金返還相当額（ 3 -2) 金 円’ 4 補助金返還相当額（3-2) 金 円

｛注｝毘盤内査の確毘のためl~主の霊登を添付主ることE ｛注ig1J盤『平成 年度00000事選捕監金に盛る盆入れに盛る消堂塾笠担当盤隼吐塞h その他室笠となる

セお2 鍾魁蔓謹主が並み盆を査しない担含笠の場合は、全ての構盛昆金主添付主ること量 重畳｛3の金箆の盛筆内陸笠］を添付主ることa

• g1j紙「呈盛 笠虚 事業捕監金に盤る盆入れに盛る消費盤等担当塑盆世表J

・消堂塾盛定申告書の写し｛盤整霊の虫垂盟等のあるもの）

－位表2r聾盤謹上壷l含・鐙陸M:盆盆l.:::.盤誼笠の計筆墨jの写し

• 3の金塑のJ!Jtの内m｛ム控室に通勤手当を重む場合は＝その内監を確箆で量る室主主主併せて擾由主

主主よL
・2府監事選考が種堂盤塗筆60金箪4項に定める法人等である場合＝同軍に墨定する笠定収みの壷！合を

蕗盟主主主主主主

5 当該鍾型金に盛る盆ムれに盛る消室謹等相当額が明らかにならない場合、その些湿を記盤

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること．

6 当核錨助金に鍾る住みれに壁、る消費Jg笠担当謹がない場合2・宝の理由を起盤

｛注2E盤内室の盛起のため＝弘主の重量を益性主ることa

なお＝鐘監事~重が法ム畳を査しない盆含等の霊合はョ全ての聾Li!且盆を添付主ることs

• ~Jj鍾『霊感 笠底 事塞盈盟企に盤盈t主みれに盛る温室Jg筆担当題集世塞J

・急盤整主の盛合は2 鐘~事差塞施笠度の盟々笠度に係る法.！：：：.税（個.！：：：.事塞主の場合は置鍾塾｝盛産申

告査の写し｛盤整畳の盟主盟笠のある島の｝及び墾益計筆書笠、謹上直を盛毘で主る重畳

・簡基盤盤制~の適用を霊ける事2皇室の場合は＝盤監事業実施年屋における消霊盈確定申宣重（簡畳堕

謹用｝の写し｛盤蓋畳の盤墨田筆のある主の）

·~堕壷謹萱が遡垂益法盤60 金盤4彊に塞める詮ム笠である墨合は＝自主に翠定主る笠室堅込の壷l含・

を確認できる資料

別記様式第6号（第16関係）～別紙（別記様式第1号｛注） 3、第4号（注） 2、第5号（注）の添付書類関係）［略］ 別記様式第6号（第16関係）～別紙（別記様式第1号｛注） 3、第4号｛注） 2、第5号（注）の訴付書類関係）［略］

‘』 ‘』



， 
新旧対照表

， 
改 正 千発 現 行

別記様式（別記様式第1号の（注） 1、別記様式第2号、第3号の（注）、別記様式第4号の（注） 1関係）

1森林病害虫等防除事業等

様式 I～ 様 式 Iの付 1保安林整備管理事業 ［略］

2 森林病害虫等防除寝袋 ｛単位：円）

補る要助（し事補た業助）事に経要業費すに

経 費 内 訳

区 分 数量
事業費

国庫補助金 都道府県負担金 市町村負担金 その他負担金 備 考

(A}+ (B} + (C} + (D} (A}+(B) (A) (B) (C) (D) 

森林病害虫等駆除費 ／ ／  

命令等に係るもの nl, ha, a，本 ／／  
鈴くい虫駆除費

奨励に係るもの nl, ha，本

その他松くい虫駆除費 nl ／／／  

その他森林病害虫等駆除費 nf, ha，本

防除に閲する事務費

森（奨林励病防害除虫等に係の駆る除ものに閲を除するく．事）務費

奨励防除に関する事務費

防除に附裕する事業費

E十

（注） 1 盛益温室皐笠臨陸蔓塞塞趨霊鍾！!!BJQ57隼4,65§fま』！Q7益E盤筆122呈盤竪庄量宜通担llこ定位盈盤~l 謹盤誼査皐笠臨陸基準世直査を添付すること．

2規用定すf命にる令防よ等除る防法に係除第法る4第条も第の3J条1項第とのは1規項防除定の命法に第令よに5り都条よ第道り府受2命項県者知の規事が行定が行にう防よう除防る命除、令防を除いに法よう．第り受7命条者第が1項行のう規防除定、に防よ除る森法林第害5条虫第防除3項員のの規指示定にによよるり命受令命者にがよ行り受う命防者除及が行び防う防除除法第、防5条除法第第4項5条に第おい1項ての増

3 「奨除励をに係うるものJとは、地域森林計画及び市町村森林計画に即して対策対象松林の中に都道府県が作成する松くい虫防除事業の実施に閲する事業計画に基づき松林所有者等が行
う防 い．

4 防除に関する事務費については、備考欄に地方自治法施行規則第15条の別記による節に区分して記入すること．

5 防除に関する事務費の算出基礎に備品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考欄に記載すること．

6 重要な変更がある場合は、備考欄に積算根拠及び変更の理由を記入し 様式1 森林病害虫毒事防除事業軒面容の数量及び令額影ー段魯含で官官能し源付すること．



新旧対照表

別記様式（別記様式第1号の（注） 1、別記様式第2号、第3号の（注）、別記様式第4号の（注） 1関係）

改 正 後 現 行

1森林病害虫等防除事業等

様式 I～様式Iの付 1保安林整備管理事業 ［略］

2 森林病害虫等防除事業 （単位：円）

区 分 数量

す
に

T

要
業
日

に
事
農

業
助
オ

事
補

A

棚
引
劃

費業事

経費内訳 t

国庫補助金 ｜都道府県負担金l市町村負担金 lその他負担金 備 考

(A)+ (B) + (C) + (0) (A) +(B) (A) (B) (C) (D) 

森林病害虫等駆除費

・．－

・．
松くい虫駆除費ト

命令等に係るもの rrl, ha, a，本 ／／  

奨励に係るもの rrl, ha，本

その他松くい虫駆除費 1 
m ／ ／  

その他森林病害虫等駆除費 rrl, ha，本

防除に関する事務費

森林病害虫等の駆除に関する事務費
（奨励防除に係るものを除く．）

奨励防除に関する事務費

防除に附帯する事業費

L
B
 

昔
日

（注） 1 f松ぐい虫防除事業官十回l‘ 「森林病審虫嬉｛松〈い虫を除仁）防除事業許面I"&'CJ r防除に附帯する事業軒函iを添付すること。

2 f命令等に係るものJとは防除法第5条第2項の規定によ．る命令により受命者が行う防除、防除法第5条第3項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第1項の
規定による防除法第3条第1項の命令により受命者が行う防除、防除法第7粂第1項の規定による森林容虫防除員の指示により受命者が行う防除及び防除法第5条第4項において準
用する防除法第4条第1項の規定により都道府県知事が行う防除をいう。

3 f奨励に係るものJとは、地域森林計画及び市町村森林計画に即して対策対象松林の中に都道府県が作成する松くい虫防除事業の実施に関する事業計画に基づき松林所有者等が行
う防除をいう．

4 防除に関する事務費については、備考欄に地方自治法施行規則第15条の別記による節に区分して記入すること。

5 防除に関する事務費の算出基礎に備品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考欄に記載すること．

6 重要な変更がある場合は、備考欄に積算根拠及び変更の理由を記入すること．

i‘ " 



( 
新旧対照、．表

， 
改 正 後

様式Iの付 3森林資源地方公共団体管理事業～様式V ［略］

2 r・台山事業～13森林における除染等実証事業 ［略］

1 4 特用林産施設休制整備事業

様式 I

現 行

様式Iの付 3森林資源地方公共団体管理事業～様式V ［略］

2治山事業～13森林における除染等実証事業 ［略］

平成 年度特用林産施設体制整備事業の内容及び経費の配分総括表

区 分 事業費

(A+B+C+D) 

補助事業に
要する経費

(A+B) 

経 費内訳

国庫補助金 ｜都道府県負担金｜市町村負担金

(A) (B) (C) 

その他負担金

(D) 

（単位：円）

備 考



新旧対照表

改 正 後 現 行

1 4 鎧用林産純誌等i杢宣｜整備事業

様式 I

平成 年度特用林産施設等体制整備事業の内容及び経費の配分総括表
（単位：円）

経 費 内 訳

区 分 事業費 補要す助事業に
る経費 －国庫補助金 都道府県負担金 市町村負担金 その他負担金 備考

(A+B+C+D) (A+B) (A) (B) (C) (D) 
ー

事業費

附帯事務費

都道府県附帯事務費

市町村附帯事務費

iロ~ 言十

． 、
' 



， 
新旧対照表

， 
改 正 後 現 行

( 1）事業費明細

u ’E 
内 訳 エ 期

区 分 市町村名 事業主体 エfl又Ii②絢餓区分 ヱ，.又＠は.i~段区分
:jl構又造線は4司！i器1量It 

事業央 国庫補助金 負・l~i!府金県 市負町Ill.村金 負その担金他 理E手岩手月｛予日定｝ 完年了月｛予日定｝ 備考

数値 E単!if位t. (A・B・C•D）・ (A) (B) (C) (0) 

（円） ｛円） ｛門｝ ｛円） （円）

特用林産施設の体制整備 自十

。。町

特用林産施設整備
小E十

OOm 

生産資材の組事入 事績内容については｛イ｝のとおり． 『事銭安、経費内訳Jlrallご合計を記依すること． ／／  ／ ／  

00町

放射性物質の防除対策 小It

00市

2十

ぷロ語、 E十 一
注： 1 ごと『に工!I『又小tはt~＇をR区記分敏すJ のる悶こlとt: SIJl!l4に定めるヱ種又はim区分ごとに記的することとし． 『事第量』及び『事量産費Jの鏑は工II又は純股区分ごとに記敏し． 『経費内訳』の伺Ii事祭主体ごとに『細計J.市町村

2 事『S栴R量遺.m及4び5又r＇ま：IJIJの伺は記．建総物の延べ床収面署員積を等溺について記依すること．また.lfi'Jl!l4に定める工II又は鈍股区分のうち呼称単位が『式l又は『ーJで袋君主されているものについては． 1件〈単品目｝ごとに
『 J 事責Jの闘に するか内 付すること．

3 『工期』の伺は．事祭主体ごとに記叙すること．

4 備考I~にIi. 泊費m仕入j~除1見”が明らかなfl合は減領する Ill （内ruを記敏し．あわせて滑貨統仕入11除統領集計署員を添付するニと．

， 



新旧対照表

改 正 後 現 行

( 1 ）事業費明細

経 ’E 
内 IR ヱ 期

区 分 市町村名 事録主体 ヱfl又は②絡段区分 エfl又＠は．鎗＠·~区分 ：：又遺~事ti重．量量処
事業費 国店舗助金 負111~!1府金県 負市町Ill.村金 負そtのE金他 若年手月（予日定｝ 完年了月（予臼定） 4踊考

数世E 呼単祢位
(AφB+C•日｝ (A) (B) (C) (0) 

｛門｝ ｛阿｝ （内｝ ｛円） ｛円｝

特周林産施設の体制整備 自十

00町
特周林産施設整備

1）、It

OOii冒

生産資材の導入 事録内容については（イ〉のとおり． 『事業費．経費内訳』侃に合計を紀依すること． ／／  ／／  

00町

放射性物質の防除対策 小1十

00市

2十

♀♀監

種 首4=.e差縮設の体担割l教僧 企此

♀♀車

社

」E』ヨ 百十

注： 1ごと『工にfl『小又i計tl』－段を区記分敏Jすのるfこr.11とま．． lJlJa4に定める工fl又は締役区分ごとにお践することとし． 『司~·量J 及び「事築資J の伺It工櫨又は！I!段区分ごとに記餓し． r経賓内訳』の聞は事祭主体ごとに『飽IfJ.市町村

2 『事rt録再逮量j 及IJUびUt「は司~~巨f費真J』のの綱倒はに．記建fl物すのる延かべ内床訳面署員検を滅事Fに｛すつすいるてこ記と戦．寸ること．また.lJ1Jil{4に定める工fl又はm2区分のうち呼体単位が「式』又は『ー』で袋示されているものについては． 1件（単品目〉ごとに

3 f工期Jのl聞は．事業主体ごとに記載すること．

4 備考畑には．消費総仕入鐙除＆績が明らかf,t ！品合lまi成績する·~ （内I見）を記載し．あわぜて消費税仕入l~除1見訓練1十衰を源付すること．

－・

、
色



r 
新旧対照表

， 
改 正 後 現 行

(2）生産資材の導入費

ア 生産資材の導入費総括表 、，

J’ 
経 費 内 釈

区 分 市町村名 事業主体 事業内容 事業費 国庫補助金 都負道担府金県 負市担町村金 負そ担の金他 備考

(A+B+c+D) (A) (B) （。 (D) 

（円） （同） （円） －（同） （円）

イのとおり

00町 イのとおり
．． 

生産資材の導入 小計

00市 イのとおり

E十

lロ.... 2十

. 



新旧対照表

改 正 後 現 行

( 2）生産資材の導入費

ア 生産資材の導入費総括表

経 費 内 訳

区 分 市町村名 事業主体 事業内容 事業費 国庫補助金 都負道担府金県 負市担町村金 そ負担の他金 備考

(A+B+C+D) (A) （ω (C) (D) 

（円） ｛円） （円） ｛円） （円）

イのとおり

00町 イのとおり

生産資材の導入 小百十

00市 イのとおり

許

立のと韮E

00.!I 2!!2と韮2

生産資材の導入（放射性物質汚染対策｝ 止匙

QQ車 立のと主E

註

ぷロ』 2十

~－ 色



， 
新旧対照表 ‘「

改 正 後 現 行

イ 生産資材の導入費明細

積算内訳

実施主体 生産資材の種類 単価 数量 事業費 備考 ． 

（円） （円）

小計

小計

言十

（注） 『数量j欄には、数量及び呼称単位を記載してください。

［削る。］ ． 

’ 



新旧対照表

改 正 後 ．現 行

イ－生産資材の導入費明細

積算内訳

実施主体 生産資材の種類 単価 数量 事業費 備考

（円） （円）

小宮十

小宮十

計

（注） 「数量J欄には、数量及び呼称、単位を記載してください。

立 空産資材の導入普｛放射性物質汚注対策｝盟組

積算自包

実姉主体 生産資材の種類
盈隼底 金生If. 茎塗登

盤主
単価｛回｝ d 数量 金額｛回｝ 単価｛目｝ ｛差額｝盆量 令額〔目｝

」Al 」且 !A ×a＝~ 」且 」且． m×~＝El 」と色m.

企E土

， 

企.tt
註

〔注｝ 「数量 l 欄に~数量及び呼称単位主記載」エ三だ主い白

ー、

-、 、



， 
新旧対照表

,-
改 正 後 現 行

， 

様式E

平成 年度特用林産施設体制整備事業収支予算書

(1）収入 （単位：円）

予算額

区 分 国庫補助金
都道府県

言十 備考
負担金

(A) (B) (A)+ (B) = (C) 

特用林産撞設体創整備事業

(2）支出 （単位：円）

区 分 予算 額 備 考 ＼ 

句

特用林産施設体劉整備事業



新旧対照表

改 正 後 現 行

・．

-
様式E

平成 年度特用林産施設等体制整備事業収支予算書

(1）収入 （単位：円）

予 算 額

区 分 国庫補助金
都道府県

計 備考
•. 

負担金

(A) (B) (A)+ (B)::: (C) 

特用林産施設等｛杢劉整鐘事業

(2）支出 （単位：円）

区 分 予 算 額 備 考

特用挫産施設等体劉整鍾事業

“ 
色



， 
新旧対照表

， 
改 JE• 後 現 行

椋式E

平成 年度盤国益産担12:健制整鑑蓋裳遂行状況報告書

ー． 平成 年12月31日現在

ft 画 遂行状況

事年業月着日手 事業年完月了日予定
支出済額 概受算領払済額い

区 分 事業費 国庫補助金 進~· 備考

ー
｛円｝ （円｝ ｛%） （円｝ ｛円｝

鐙且盆産血栓佐世l盤盤韮釜

、様式皿

平成 年度盤国林産趨詮笠益重I｝整鑑蓋釜遂行状況報告書

平成 年12月31日現在

肝 面 遂行状況

分 事年業月若日手 事業年完月了日予定
支出演額 彼受Z領Z払済額い

区 事業費 国庫補助金 進鯵. 備考

｛円｝ ｛内｝ ｛%｝ ｛同｝ ｛同｝

強圏整産鑑盈笠佳剖盤盤整塞



新旧対照表

改 正 後 現 行・

様 式N

平成 年度特用林産施設i杢宣IJ整i産事業成績書
（単位：円）

経 費 内 訳

区 分 事業費 補助事た経業に
要し 費

国庫補助金 都道府県負担金 市町村負担金 その他負担金 備考

(A+B+C+D) (A+B) (A) (B) (C) (D) 

事業費

附帯事務費

都道府県附帯事務費

市町村附帯事務費

iロ:.... 計

（注）様式Wの付は、様式Iに閉じ。また、様式Wに各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。

様式N

平成 年度特用益摩怖誌等俸制整備事業成績書
（単位：円）

経 費 内 訳

区 分 事業費 補要助し事た経業費に 国庫補助金 都道府県負担金 市町村負担金 その他負担金 備 考

(A+B+C+D) (A+B) (A) (B) (C) (D) 

事業費

附帯事務費

都道府県附帯事務費

市町村附帯事務費

iロh、 針

（注）様式Wの付は、様式Iに閉じ。また、様式Wに各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。

l 色



,-
新旧対照表

改 正 後 現 行

様式V

平成 年度特用林産施設休制整備事業収支精算書

(1） 収 入 （単位：円）

予算額
精算額

差引増
備考

都負道担府金県
ム減額

区 分 国庫補助金 計

(A) (B) (A)+ (B) = (C) (D) (D)-(C) 

特眉林産錨訟体制鞍錨事業

(2）支出 （単位：円）

区 分
予算額 精算額 差ム減引増額 備 考

(A) (B) (B）ー（A)

特眉林産施設体制鞍備事業

． 



新旧対照表

改 ．正 後 現 行

．． 

様式V

平成 年度特用林産施設等体制整備事業収支精算書

(1）収入 （単位：円）

予算額
精 算 額

差引増
備考

負都道担府金県
A減額

区 分 国庫補助金 官十

(A) (B) (A).+ (B) = (C) (D) (D）ー（C)

特眉林産抗設磐体制鞍館事業

(2）支出 （単位：円）

区 分
予算額 精算額 差ム減引額増－ 備 考

(A) (B) (B）ー（A)

特圏林産施設等｛杢創鞍i誼事業

、

(3) ［略］ (3) ［略］

i."5・16 ・［略〕 15・16 ［略］

．－ 

. 

l 



〔
一頁寸圭一連 l

中 1⑧）

宮崎県知事殿

、， 平成 24年度森林病害虫等防除事業費補助金等の交付決定の通知に

ついて

平成 24年 4月 16日付け 249 5 5 - 1 0 7 7で申請のあった平成 24年

度森林病害虫等防除事業費補助金等については、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和 30年法律第 17 9号。以下「適正化法Jとい

う。）第 6条第 1項の規定により、下記のとおり交付することに決定したので、

適正化法第 8条の規定により通知する。

記

、，
1 補助金等交付の対象となる事業は、平成 24年 4月 16日付け 24 9 5 5 

- 1 0 7 7で申請（以下「申請書」という。）のあった森林病害虫等防除事

業等とし、そめ内容は申請書の補助事業等の内容欄記載のとおりとする。

2 補助事業等に要する経費及び補助金等の額は、次のとおりである。ただし、

補助事業等の内容が変更された場合における補助事業等に要する経費及び補 ι 

助金等の額については、別に通知するところによるものとする。 ｛内マてでぎ~~
内る祈閥抗博特

金 26 0 ' 1 6 1 ' 0 0 0 円｛仏16~， vt>D河

金 28, 312, 00 0円｛内保安維術創味
I .:lJ,ooo円 J

｜内納持喜多？？林寺手 ,/ 

3 補助事業等に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対たする補’m 門仰のり
U開抑円

補助事業等に要する経費

補助金等の額



、v

、v

助金等の額の区分は、申請書の経費の配分欄記載のとおりとする。

4 補助金等の確定額は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 保安林整備管理事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の 1を乗じて得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額の合計額。

(2) 森林病害虫等防除事業

① 補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区分の

あるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要した配

分経費の実支出額に別表に掲げる率を乗じて得た額と、 3の配分経費に

対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のいずれか低い額の合計額。

② 間接補助事業者が行う事業については、別表の区分（防除方法別等区

分のあるものについては、防除方法別等区分）ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 3分の 2 （北海道の、のねずみにあっては 4分

の 3）を乗じて得た額と、これに対応する間接補助事業に要した実支出

額に別表に掲げる率を乗じて得た額の区分別の合計額と、 3の配分経費

に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）と

のもっとも低い額の合計額。

③ 防除に関する事務費については、別表の区分ごとの補助事業等に要し

た配分経費の実支出額に 2分の 1を乗して得た額と、 3の配分経費に対

応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とする。）との

いずれか低い額の合計額。

(3) 森林資源地方公共団体管理費補助事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額に 2分の lを乗じて得た額と、

配分経費に対応する補助金等の額（変更された場合は、変更された額とす

る。）とのいずれか低い額の合計額。

(4) 林業普及指導事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と配分経費に対応する交付金

の額（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額の合計

額。

なお、本事業は年間を通した実施が必要な事業であることから、事業着手
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日は 4月 1日とし、事業着手日以降の経費について交付金の交付対象経費と

する。

(5) 日本型フォレスター活動・育成支援事業

補助事業等に要した配分経費ごとの実支出額と配分経費に対応する補助金

の額（変更された場合は変更された額とする。）とのいずれか低い額の合計

額。

5 補助事業者は、森林法（昭和 26年法律第 24 9号）、適正化法、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 25 5 

号。以下「適正化法施行令Jという。）、農林畜水産業関係補助金等交付規

則（昭和 31年農林省令第 18号）、林業関係事業補助金等交付要綱（昭和

4 7年 8月 11日付け 47林野政第 64 0号。以下「交付要綱J という。）、

保安林整備管理事業実施要領の制定について（昭和 53年 8月 22日付け 5

3林野治第 18 8 3号）、地域森林計画編成事業実施要領の制定について

（平成 12年 5月 8日付け 12林野計第 18 7号）、市町村森林所有者情報

整備事業実施要領の制定について（平成 24年 4月 6日付け 23林整計第 2

2 2号）及び森林病害虫等防除事業実施要領（昭和 57年 4月 5日付け 57 

林野保第 12 2号）、林業生産流通総合対策基本要綱（平成 10年 4月 8日

付け 10林野政第 24 0号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱Jと

いう。）、林業生産流通総合対策事業実施要領（平成 10年 4月 8日付け 1

0林野政第 24 1号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領J とい

う。）、林業普及指導推進要綱（平成 17年 3月 30日付け 16林整研第 1

6 9号）、林業普及指導事業実施要領（昭和 58年 4月4日付け 58林野普

第 80号）及び日本型フオレスター活動・育成支援事業実施要領（平成 23 

年 4月 1日付け 22林整研第 91 0号）に従わなければならない。

6 補助金等の交付条件は、前記 5に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産につい

ては、補助事業完了後においても、農林水産大臣が別に定める期間内は善

良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従っ

て使用し、その効率的な運営を図らなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産のうち

交付要綱第 11に定める財産及び適正化法施行令第 13条に定めるその他

の財産については、農林水産大臣が別に定める期間内において、農林水産



、，

大臣の承認を受けて処分したことにより、収入のあったときは、当該収入

の全部又は一部を国に納付させることがある。

(3) 補助事業者は、実績報告（適正化法第 14条の規定による報告をいう。

以下閉じ。）を行うに当たって、各事業主体の当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消

費税法（昭和 63年法律第 10 8号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25年法律第 22 

6号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかにな

った場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(4) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告によ

り各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した

場合には、交付要綱別紙書式戊によりその金額（実績報告において前記

(3）により減額した事業については、その金額が減じた額を上回る部分の金

額）を速やかに農林水産大臣に報告するとともに、農林水産大臣の返還命

令を受けて、これを返還しなければならない。

(5) 補助事業者は、間接補助金等の交付に際しては、間接補助事業者に対し、

次に掲げる条件を付さなければならない。

① 間接補助事業者は、この補助金等に係る森林法、適正化法、適正化法

施行令、交付要綱及び関係する事業の要領に従うべきこと。

② 間接補助事業者は、この補助金等に係る収入及び支出を明らかにした、 帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を、

間接補助事業終了の翌年度から起算して 5カ年間整備保管しなければな

らないこと。

ただし、間接補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制

限期間を経過しない場合においてはよ当該財産の取得事業名、取得価格、

補助金等の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況等その他財産管理

に必要な事項を記載した台帳及びその他必要な関係書類を整備保管しな

ければならないこと。

③ 間接補助事業者は、間接補助事業により取得し文は効用の増加した財

産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管

理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ら
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なければならないこと。

④ 間接補助事業者は、③の財産のうち交付要綱第 11に定める財産及び

適正化法施行令第 13条に定めるものであって、減価償却資産の耐周年

数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号。以下「大蔵省令j と

いう。）に定められている耐周年数に相当する期間（ただし、大蔵省令

に定めのない財産については＼農林水産大臣が別に定める期間内）にお

いては、補助事業者の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないこと。

ただし、補助事業等を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、

自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場

合であって、かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けよ

うとする金額、償還年数、その他必要な事項）が補助金等交付申請書に

記載されている場合は、補助事業者の承認を受けたものとすること。

⑤ 間接補助事業者が④により、補助事業者の承認を得て財産を処分した

ことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者

に納付させることがあること。

⑥ 間接補助事業者は、間接補助金等の交付を申請するに当たって、当該

補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないため、消費税

等相当額を含めて申請した各事業主体については、次の条件に従わなけ

ればならないこと。

（ア） 間接補助事業者は、実績報告を行うに当たって、各事業主体の当該、 補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かっ、その金額

が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければな

らない。

（イ） 間接補助事業者は、実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税

の申告により各事業主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相

当額があることが確定した場合には、交付要綱別紙書式戊によりその

金額（実績報告において前記（3）により減額した事業主体については、

その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに補助事業者に報

告するとともに、補助事業者の返還命令を受けて、これを返還しなけ

ればならない。

⑦ 間接補助事業者が補助事業者から交付された間接補助金等を更に他の
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間接補助事業者へ交付する場合においても、間接補助事業者に付された

条件と同ーの条件を付さなければならないこと。

(6) 補助事業者は、前記（5）の④により承認しようとする場合は、あらかじ

め農林水産大臣の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業者は、前記（5）の⑤により間接補助事業者からその収入の一部

に相当する額を収納した場合は、その全部又は一部に相当する額を国に納

付しなければならない。

(8) 農林水産大臣は、補助事業者が農林水産大臣の付した条件に違反した場

合又は間接補助事業者が補助事業者の付した条件に違反した場合は、補助

事業者に対して補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあ

る。



別表

区 分 防除方法別等区分 国の補助率

特別伐倒駆除

伐倒駆除

補完伐倒駆除

伐採跡地駆除

命令等に係るもの
伐採木等駆除

1/2 
松 枯損幼齢木駆除

く 薬剤防除（特別防除）

し、 薬剤防除（地上散布）

、’ 虫
薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）

樹幹注入

方フk守主
森 駆

特別伐倒駆除

林
林 除 伐倒駆除

病
病 費 補完伐倒駆除

害 奨励に係るもの
伐採木等駆除

1/2以内害

虫
薬剤防除（特別防除）

虫 薬剤防除（地上散布）

等
等

薬剤散布（被害拡大未然防止対策緊急防除）

防
駆 樹幹注入

、v
除

その他松くい虫駆除費
伐倒駆除

除

費
薬剤防除

事 伐倒駆除
からまっ先枯病

業 薬剤駆除

食葉性害虫薬剤駆除
1/2 

たまばえ類薬剤駆除

その他法定森林病害虫駆除費
すぎはだに薬剤駆除

薬剤駆除

ナラ類等せん孔性害虫 全木焼却

予防手法

のねずみ薬剤駆除
北海道 3/8 

その他 1/3 

防除に関する事務費
命令等に係るもの 1/2 

奨励に係るもの 1/2以内



， ， 
様式 lの付

3 森林病害虫等防除事業

補助事業に要す 経 貨 内 訳

事業費
る（補助事業に

県（都道府）
区 分 数量 （円）

要した）経費 国庫補助金
負 担 金

市町村負担金 その他負担金 制5 考

（円）
（円）

（円）
（円） （円）

(A) t (B) + (C) + (D) {A)+ (B) {A) {B) {C) {D) 

森林病害虫等駆除費 ／ ／  878, 000 878, 000 439, 000 439, 000 

命令等に係るもの 相彬入 50本 878, 000 878, 000 439, 000 レ／ 439, 000 ／／  
松くい虫駆除賞

奨励に係るもの

その他松くい虫駆除費 ／ ／  

その他森林病害虫等駆除費

防除に関する·J~務費

森林病害虫等の駆除に関する事務費
（奨励防除に係るものを除く。）

奨励防除に関する事務費
｜／ ／ ， ／ 〈〆

｜坊除に附帯する事業費 ~~側提i舷 3, 285, 000 3, 285, 000 I, 642, 000 ／’ 1, 643, 000 

計 4, 163, 000 4, 163, 000 2, 081, 000 2, 082, 000 

~－ 
（注） 1 「松くい虫防除事業計画」、 「森林病害虫等（松くい虫を除く。）防除事業計画」及び「防除に附帯する事業計画」を添付すること。

2 「命令等に係るもの」とは防除法第一5条第2項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第3項の規定による命令により受命者が行う防除、防除法第5条第 1項の
規定による防除法第3条第 1項の命令により受命者が行う防除、防除法第7条第 1項の規定による森林害虫防除員の指示により受命者が行う防除及び防除法第5条第4項において準
用する防除法第4条第 1項の規定により都道府県知事が行う防除をいう。

3 「奨励に係るもの」とは、松くい虫被害対策自主事業計画に基づき松林所有者等が行う防除をいう。

4 防除に関する事務1~については、備考欄に地方自治法施行規則第 1 5条の別記による節に区分して記入すること。

5 防除に関する事務代の算出基礎に備品購入がある場合は、備品名、数量及び金額を備考欄に記載すること。



( ( 
森林病害虫等防除事業明細表

(1）松くい虫防除事業計画

事業 t~
負担区分

防除方法 区 分 数 i止 備 考
（円） 国庫補助金 県（都道府）負担金 市町村負担金 その他負担金

（円） （円） （円） （円）

命令等に係るもの 50本 878, 000 439, 000 439, 000 

樹幹注入 奨励に係るもの

百十 50本 878, 000 439, 000 439, 000 

命令等に係るもの

奨励に係るもの

命令等に係るもの

奨励に係るもの

命令等に係るもの

奨励に係るもの

命令等に係るもの 50本 878, 000 439, 000 439, 000 

,L.口~，~子LI 奨励に係るもの

計 50本 878, 000 439, 000 439, 000 

（注） l防除方法欄は、伐倒（薬剤散布型 1種）駆除、伐倒（薬剤散布型2種（林内処理））駆除、伐倒（薬剤散布型2種（搬出処理））駆除、伐倒（くん蒸型 1種）駆除、伐
倒（くん蒸型2種（林内処理））駆除、伐倒（くん蒸型2種（搬出処理））駆除、伐採跡地駆除、伐採木等駆除、枯t員幼齢木駆除、特別伐倒（破砕 1種）駆除、特別伐
倒（破砕2種（一般搬出））駆除、特別伐倒（破砕2種（林内散布））駆除、特別伐倒（破砕2種（ヘリ搬出））駆除、特別伐倒（全木焼却）駆除、補完伐倒（ 1種）
駆除、補完伐倒（ 2種）駆除、薬剤防除（特別防除）、薬剤防除（地上散布（一般散布））、薬剤防除（地上散布（無人ヘリコプタ一散布））、薬剤防除（地上散布

2数量の単位は、枯損幼齢木駆除、薬剤防除（特別防除、地上散布）にあっては「ha」、伐採跡地駆除にあっては「aJ、樹幹注入にあっては「本J （立木本数）、それ
以外の駆除及び防除にあっては rrdJとする。

3備考欄に、害虫等名別、防除方法別に積算根拠を記入すること。



， ， 
(4）防除に附帯する事業計画

事業費
｜補る助（事補業助事に要業すに 経 費 内 訳

区 分 数量
（円） 要した）経費 国庫補助金 県（都道金府）負担 市町村負担金 その他負担金 備 考

（円） （円） （円）

(A) + (8) + (C) + (D) (A)+ (B) (A) (B) (C) (D) 

被害防止対策事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

被害監視事業

都道府県が実施主体のもの

都道府県以外が実施主体のもの

薬剤防除自然環境等影響調査事業 3, 285, 000 3, 285, 000 I, 642, 000 I, 643, 000 特別防除

都道府県が実施主体のもの 3, 285, 000 3, 285, 000 I, 642, 000 I, 643, 000 

都道府県以外が実施主体のもの

Zロ』 3, 285, 000 3, 285, 000 I, 642, 000 I, 643, 000 

（注） 特別防除又は地上散布（J!t~人ヘリコプタ一散布）により行う場合は、その旨を明記すること。



③薬剤防除自然環境等影響調査事業

ア定点追跡調査

調査定点所在地
薬剤散布地域

薬剤無散布地域

調 査 内容

( l) 環境条件調査

(2) 自然環境等に及ぼす影響調査

(3) その他

， ( 

延岡市熊野江、宮崎市ーツ梁

延岡市北川町

事業資 （円） 調査実施者

l, 337, 000 未定

l, 948, 000 未定

（注） I 調査実施者は、県林業試験場、県00研究所、財団法人00研究所等と具体的に記入すること。

備 考

特別防除、乳剤

特別防除、乳剤

2 備考欄には、関係する防除方法（特別防除文は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、マイクロカプセル剤、乳剤等を記入する。

イ簡易調査

（ア）水質調査

検体数
事業費 （円） iJllJ考市町村名 散布面積 地点数

特別防除実施地区内 特別防除実施地区下流

ha 

計

（注） 備考欄には、関係する防除方法（特別防除又は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。

（イ）気中濃度調査

市町村名 散布面積 地点数 検体数 事業費 （円） 備考

ha 

（注） 備考欄には、関係する防除方法（特別防除文は地上散布（無人ヘリコプタ一散布））を明記するとともに、事業費の積算過程を記入する。
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23林整研第1075号

平成 24年 4月 6日

宮崎県知事 殿

林 野 庁 長

平成24年度森林病害虫等防除事業等の割当内示について

、，
平成24年度森林病害虫等防除事業等について、別表のとおり割当内示をする。

なお、補助金等の交付申請書の提出期限は、平成 24年 5月21日と定められ

たので、併せて通知する。

、v



別 表
宮崎県

（単位：千円）

区 分 今回内示額 既内示額 内示額計

（項）森林整備・保全費 28,270 。 28,270 

（目）保安林整備事業費等補助金 ／ 629 ／ 。 629 

（目）森林病害虫等防除事業費補助金 ／ 2,081 。 2,081 

／ 

斡／、
立叫2ト61)

（目）森林資源地方公共団体管理費補助金 25,560 。 25,560 

（項）林業振興対策費 12,201 。 12,201 、，
（目）林業普及指導事業交付金 9,541 。 9,541 

（目）林業技術者等育成事業費補助金 2,660 。 2,660 

ム口、 計
み

40,471 。 40,471 

、v



2 3林整研第 94 8号

平成 24年 4月 6日
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長庁野林

殿宮崎県知事

森林病害虫等防除事業実施要領の一部改正について

．．． 、

森林病害虫等防除事業実施要領（昭和57年4月 5日付け57林保第 12 2号林野庁長

官通知）の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので、御了知の上、本事業の適正

かっ円滑な実施を図るようお願いする。

また、本改正の適用については、平成 24年度予算からとなるので念のため申し添

、v

える。

、
ー・
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}jlj 紙

森林病害虫等防除事業実施要領（昭和57年4月5日付け57林保第122号林野庁長官通知）の一部改正新旧対照表

第 1 森林病害虫等防除事業

1 （略）・

2 (1) （略）

(2）事業計画の作成

改正後

防除法第7条の 5に基づき松くい虫について高度公益機能森林及び被害拡大防止森

林を指定した都道府県知事（以下「関係知事Jという。）は、毎年度、あらかじめ林野

庁長官が指示するところにより、様式1に基づき防除法第7条の 9の地区防除指針及

び第7条の10に規定する地区実施計画が達成されこととなるよう高度公益機能森林及

び地区保全森林を対象として松くい虫防除事業の実施に関する事業計画を作成し、林

野庁長官に提出するものとする。

(3）事業計画の周知徹底

関係知事は、（2）の事業計画を笠盛したときは、当該計画に関係する市町村、森林

組合及び森林所有者等にその旨の周知徹底を図るものとする。

(4) 対象事業等

ア（略）

イ（ア）、（イ）（略）

（ウ）事業計画に基づき行う防除のうち、防除法第3条第1項各号、第2項、第3

項の命令、第4条第2項の駆除措置以外（以下「奨励防除Jという。Hこあって

は、市町村、森林組合及び松林の所有者又は管理者並びに市町村及び森林組合

以外の者であって、松林の所有者又は管理者から松くい虫の防除の措置の委託

を受けた者で関係知事が適当と認めたもの。

(5）実施の方法

防除法及び関係政省令、防除法第7条の 2の防除実施基準（以下「防除実施基準J

という。）、同法第7条の3の都道府県防除実施基準（以下「都道府県防除実施基準」

という。）、同法第7条の6の樹種転換促進指針（以下「樹種転換促進指針Jという。）、

同法第7条の 9の地区防除指針（以下「地因坊除指針Jという。）、同法第7条の 10 

の地区実施計画（以下 f地区実施計画Jという。）、事業計画及び関連通達に従い実施

第1 森林病害虫等防除事業

1 （略）

2 (1) （略）

(2）事業計画の作成

現 行

防除法第7条の5に基づき松くい虫について高度公益機能森林及び被害拡大防止森林

を指定した都道府県知事（以下「関係知事j という。）は、毎年度、あらかじめ林野庁長

官が指示するところにより、松くい虫被害対策事業実施要領（平成9年4月1日付け9

林野造第82号林野庁長官通達。以下「被害対策事業実施要領」という。）の第4の松

くい虫被害対策事業推進計画（以下「事業推進計画Jという。）及び同要領の第5の松

くい虫被害対策自主事業計画（以下「自主事業計画j という。）が達成されることとな

ゑよ之松くい虫防除事業の実施に関する事業計画を作成し、林野庁長官に提出するもの

とする。

(3）事業計画の周知徹底

関係知事は、（2）の事業計画を盤呈したときは、当該計画に関係する市町村、森林組

合及び森林所有者等にその旨の周知徹底を図るものとする。

(4) 対象事業等

ア（略）

イ（ア）、（イ）（略）

（ウ）自主事業計画に基づき行う防除（以下「奨励防除」という。）にあっては、市

町村、森林組合及び松林の所有者又は管理者並びに市町村及び森林組合以外の

者であって、松林の所有者又は管理者から松くい虫の防除の措置の委託を受け

た者で関係知事が適当と認めたもの。

(5）実施の方法

防除法及び関係政省令、防除法第7条の2の防除実施基準（以下「防除実施基準Jと

いう。）、同法第7条の3の都道府県防除実施基準（以下「都道府県防除実施基準」とい

う。）、同法第7条の 6の樹種転換促進指針（以下「樹種転換促進指針Jという。）、同法

第7条の 9の地区防除指針（以下「地区防除指針Jという。）、同法第7条の 10の地区

実施計画（以下「地区実施計画J.という。）、事業推進計画、且主事業計画及び関連通達

-1 -



するものとする。

(6）、（7) （略）

に従い実施するものとする。

(6）、（7) （略）

3 環境に配慮した松林保全対策

( 1）～（ 3) （略）

(4）ア（略）

イ

3 環境に配慮した松林保全対策

: ( 1）～（3），略

(4）ア略

イ

（ア）略

（イ） 奨励防除にあっては、市町村、森林組合及び松林の所有者又は管理者並びに

（ア）略

（イ） 自主事業計画に基づき行う防除にあっては、市町村、森林組合及び松林の所有者

市町村及び森林組合以外の者であって、松林の所有者又は管理者から松くい虫の防｜ 又は管理者並びに市町村及び森林組合以外の者であって、松林の所有者又は管理者

除の措置の委託を受けた者で関係知事が適当と認めたもの。 ｜ から松くい虫の防除の措置の委託を受けた者で関係知事が適当と認めたもの。

( 5）実施の方法 ー I C 5）実施の方法

防除法及び関係政省令、防除法第7条の2の防除実施基準、防除法第7条の 3の都｜． 防除法及び関係政省令、防除法第7条の2の防除実施基準、防除法第7条の 3の都

道府県防除実施基準、防除法第7条の 9の地区防除指針、防除法第7条の 10の地区｜ 道府県防除実施基準、防除法第7条の 9の地区防除指針、防除法第7条の 10の地区実

実施計画、事業計画及び関連通知に従い実施するものとする。 ｜ 施計画、事業推進計画、自主事業計画及び関連通知に従い実施するものとする

(6） 略・ I ・ C 6）略

4, 5 （略） 4, 5 （略）

第2 （略） ｜ 第2 （略）

1、2 （略） • I 1、2 （略）

3 交付対象事業の着手は、原則として国からの交付決定通知を受けて行うものとするが、

当該年度において、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合は、

都道府県知事は必要性を十分勘案した上で、その理由を具体的に付して、様式2により林

野庁長官に提出することとする。

生都道府県知事は、様式1により事業実績報告書を事業実施年度の翌年度の 5月末日まで

に報告するものとする。

別表第3 政令指定病害虫等防除事業の内容及び補助対象経費 別表第3 政令指定病害虫等防除事業の内容及び補助対象経費

事業内容 事業内容 補助対象経費の内容
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ナ カシノナ カシノナガキクイムシの付着により枯 伐倒費、薬剤費、くん蒸費、償

フ ガキクイ 死し、又は枯死に貧している樹木の薬 却費（必要な搬出費及び運搬費

類 ムシ駆除 剤によるくん蒸、焼却、破砕及び誘引 を含む。）及び事業雑費ι笠金

せ 捕殺 及び資材費

孔

性 カシナガ カシノナガキクイムシが付着し、又は （略）

害 キクイム 付着するおそれのある樹木への粘着剤．

虫 シ防除 の塗布等、ビニーノレ被覆及び殺菌剤の

樹幹注入

別表第4 事業の規模

対象事業 規 模

カシノナガキクイムシ駆除 5立方メートノレ以上（※）

（※）立木のまま行う誘引捕殺については、この限りではない。
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‘「
ナ カシノナ カシノナガキクイムシの付着により枯 伐倒費、薬剤費、くん蒸費、償

フ ガキクイ 死し、又は枯死に貧している樹木の薬 却費（必要な搬出費及び運搬費

類 ムシ駆除 剤によるくん蒸及び焼却 を含む。）及び事業雑費

せ

干し

性 カシナガ カシノナガキクイムシが付着し、又は

害 キクイム 付着するおそれのある樹木への粘着剤

虫 シ防除 等の塗布、ヒーニール被覆及ひ．殺菌剤の

樹幹注入

別表第4 事業の規模

対象事業 規模

カシノナガキクイムシ駆除 5立方メートル以上
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様式2

番号

年月日

林野庁長官

（沖縄県知事においては、沖縄総合事務局長宛て）

都道府県知事印

平成 年森林病害虫等防除事業交付決定前着手書

森林病害虫等防除事業実施要領の第2の3の規定に基づき、別記条件を了承の上、下記

のとおり提出します。

記

1.事業名

2.事業費

3 事業主体

4 着手予定年月日

5. 交付決定前の着手を必要とする理由

（別記条件）

1.交付決定を受けるまでの期間に天災等の事由によって実施した施策に損失を生じた場

合は、とれらの損失は事業実施主体が負担すること。

2.交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において

も、異議を申し立てないこと。

3. 当該施策については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画の変更は行

わないこと。 、
。。
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宮崎県知事 殿

2 3林整研第 94 7号

平成 24年 4月 6日

林野庁

森林病害虫等防除事業地方公共団体委託要領の一部改正について

森林病害虫等防除事業地方公共団体委託要領（平成 9年 9月 9日付け 9林野造第 3

34号林野庁長官通知）の一部を別添新旧対照表のとおり改正したので、御了知の上、

本事業の適正かっ円滑な実施を図るようお願いする。

また、本改正の適用については、平成 24年度予算からとなるので念のため申し添

える。
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別紙

森林病害虫等防除事業地方公共団体委託要領の制定について（平成9年9月9日付け 9林野造第334号林野庁長官通知）の一部改正新旧対照表

改正後 現 行

J}lj紙 別紙

農林水産大臣が、森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号。以下「法」という。）第3条第｜ 農林水産大臣が、森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号。以下「法」という。）第3条第

1項から第3項までの規定に基づく命令（以下「命令」という。）に係る事務」法第4条の規定11項から第3項までの規定に基づく命令（以下「命令Jという。）に係る事務並立区法第4条の

に基づく駆除措置（以下「駆除措置Jという。）に係る事務（特別防除の実施に当たり必要な被｜規定に基づく駆除措置（以下「駆除措置j という。）に係る事務（特別防除の実施に当たり必要

害防止対策に係る事務を含む。以下同じ。）及び適切な防除の実施に必要な調査に係る事務を都｜な被害防止対策に係る事務を含む。以下同じ。）を都道府県知事に委託する場合におけるその事

道府県知事に委託する場合におけるその事務の遂行については、法令に定めるもののほか、この｜務の遂行については、法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

要領の定めるところによるものとする。

第 1 (1）～（3) （略）

(4）特別防除の実施に伴う自然環境等影響調査及びナラ枯れ被害対策における効果調査

に係る事務

第2～第4 （略）

笠立特別防除の実施に係る自然環境影響調査及びナラ枯れ被害対策に係る効果調査

特別防除の実施に係る自然環境影響調査の実施に当たっては、林野庁長官が別に定めると

ころによるものとする。

ナラ枯れ被害対策の効果調査の実施に当たっては、ナラ枯れ被害防止技術の確立に資するよ

う、試験研究機関の指導の下に事業計画書に基づき実施するものとする。

第6 ～第10 （略）

様式第1号～ 第9号 （略）

別紙委託契約書書式

（関係様式第1号）

1 （略）

2 事業計画

防除計画

第 1 (1）～（3) （略）

第2～第4 （略）

第互 ～ 第2 （略）

様式第1号 ～ 第9号 （略）

別紙委託契約書書式

（関係様式第1号）

1 （略）

2 事業計画

防除計画

-1 -



改 正 後 現 行

森林病害虫等の種類 森林病害虫等の被害
－． 

被害量 委託事業 被害量 委託事業

事業の種類 市町村名 備考 事業の種類 市町村名 備考

面積 材積 面積 材積 単価 金額 面積 材積 面積 材積 単価 金額
． 

ナラ枯れ被害対策

の効果調査

ー、

（注） 1、2 （略） （注） 1、2 （略）

3 被害防止対策、薬剤防除自然環境等影響調査及びナラ枯れ被害対策の効果調査に 3被害防止対策及び薬剤防除自然環境等影響調査については、次の（附）により事

ついては、次の（附）により事業計画を添付する。 業計画を添付する。

（附） 1、2 （略） （附） 1、2 （略）

3 ナラ枯れ被害対策の効果調査事業計画書

防除区

1 調査定点所在地

非防除区

2 調査内容 主茎堂 調査実施者 備考 ． 

(1)環境条件調査

(2）植生調査

(3）被害調査（防除区、非防

墜区L
－． ． 

l 円必

“ 
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改 TI: 後 現 行

（注） 1 調査結果の評価に十分な面積で、防除区と非防除区をそれぞれ1カ所以上選定

するg 又は＝調査結果の評価に十分な本数の防除木と非防除木を設定するa

~調査区の設定に当たっては＝試験・研究機盟の指導の下に行う。
立防除区、非防除区については＝設定後5カ年の追跡調査が可能なように区域の明示

等を行う。

調査内容等

調査項目は各委託内容に応じて記載することとし、設定後 5年間にわたり林野庁に報告す

るものとする。

3 収支予算’

3 収支予算 (1）収入の部

(1）収入の部

森林病害虫等の種類 森林病害虫等の種類

区分 予算額 備 考 区，分 予算額 備考

事 薬剤防除自然環境等影響 薬剤防除自然環境等

業 調査 事 影響調査

費 ナラ枯れ被害対策の効果 業

調査 費

－－ーー

向。



改 正 後 現 行

(2）支出の部 (2）支出の部

森林病害虫等の種類 森林病害虫等の種類

予算額 備 考 予算額 備 考

事 薬剤防除自然環境等影響 薬剤防除自然環境等

業 調査 事 影響調査

費 ナラ枯れ被害対策の効果 業

調査 費

（関係様式第3号） （関係様式第3号）

1 事業の実施状況 1 （略）

(1）防除事業成績 (1）防除事業成績

森林病害虫等の種類 森林病害虫等の被害

防除数量 防除数量

事業の種類 市町村名 備考 事業の種類 市町村名 備 考

・面積 材積 単価 金額 面積 材積 単価 金額

ナラ枯れ被害対策

の効果調査

陶

合計 合計 ¥ 

， 

“ 
-4 -
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改 正 後 現 行

（附） 1、2 （略） （附） 1、2 （略）

3 ナラ枯れ被害対策の効果調査事業計画書

防除区

1 調査定点所在地

非防除区

2 調査内容 重茎登 調査実施者 備考

(1）環境条件調査

(2）植生調査

(3）被害調査（防除区、非防

除区）

(4）その他

2 収支精算 2 収支予算

(1）収入の部 (1）収入の部

森林病害虫等の種類 森林病害虫等の種類

区 分 精算額 予算額 比較増減 備考 区 分 精算額 予算額 比較増減 備考

増 減 増 減

事 薬剤防除自然環境等影響 薬剤防除自然環境等

業 調査 事 影響調査

費 ナラ枯れ被害対策の効果 業

調査 費

FD 



改 正 後 現 行

(2）支出の部 (2）支出の部

森林病害虫等の種類 森林病害虫等の種類

区 分 精算額 予算額 比較増減 備考 区 分 精算額 予算額 比較増減 備考

増 減 増 減

事 薬剤防除自然環境等影響 薬剤防除自然環境等

業 調査 事 影響調査

費 ナラ枯れ被害対策の効果 業

調査 費

（関係様式第4号） （関係様式第4号）

1 略 略

2 中止しようとする以前の事業実施状況 2 中止しようとする以前の事業実施状況

(1）、（2) （略） (1）、（2) （略）

(3）経費の支出の状況 (3）経費の支出の状況

森林病害虫等の種類・ 森林病害虫等の種類

区分 委醇綿 月日 Cのうち今後 中峰山：伴 備考 区 分 第復繍 月日 Cのうち今後 中蟻止に伴 備

BtC=A 現在支払額 残額 支払い予定 う不要額 BtC=A 現在支払額 残額 支払い予定 う不要額 考

B c 額D C-D B c 額D C-D 

’h 

事 薬剤防除自然環境等影響 薬剤防除自然環境等
．業 調査 事 影響調査

費 ナラ枯れ被害対策の効果 業

調査 費

--、、
円。 “ 
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改 正 後 現 行

3 中止（廃止）後の措置 3 中止（廃止）後の措置

(1) I (2) （略） ・． (1); (2) （略）

(3）経費の支出予定明細 (3）経費の支出予定明細

区 分 算出基礎 備考 区 分 算出基礎 備考

予定額 名称 数量 単価 金額 予定額 名称 数量 単価 金額

、

事 薬剤防除自然環境等影響 薬剤防除自然環境等

業 調査 事 影響調査

費 ナラ枯れ被害対策の効果 業

調査 費

， 

-
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